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令 和 ４ 年 第 ７ 回 （ １ ２ 月 ） 

平群町議会定例会議事日程（第３号） 

 

令和４年１２月１４日（水）  

午前９時開議      

 

日程第１   一般質問  

 



一般質問発言順序  

発言  

順序  

議席  

番号  
氏   名  質   問   要   旨  

６  １番  岩﨑  真滋  １  リサイクルステーションについて  

   ２  集会場にＡＥＤを設置しては？  

   ３  町内のベンチを増やしてみては？  

７  １０番  窪   和子  １  子どもの幸せを最優先する社会の構築に向けた  

     本町の取組について  

   ２  空き地・空き家の樹木や雑草の対応について  

   ３  帯状疱疹ワクチン接種の助成について  

   ４  町防災訓練の実施について  

   ５  町総合文化センター２階ラウンジ等の充実を  

８  １２番  馬本  隆夫  １  町道西山麓線の生駒線計画を。  

   ２  安全、安心な生活道路の確保を  

   ３  デマンドタクシーについて  

   ４  地域住民の生活環境を守れ。  

９  ８番  森田   勝  １  櫟原のメガソーラー建設について  

   ２  国保税の滞納について  

１０  ４番  井戸  太郎  １  自治会への補助金アップを  

   ２  デマンドタクシー、地味。  

 



 

－１８１－ 

再    開  （午前  ９時０１分）  

 

○議  長  

 皆様、おはようございます。  

 町長より、副町長が体調不良、上下水道課、大辻󠄀課長が特別休暇のため、本

定例会の欠席の旨の通知を受けましたので、御報告いたします。  

 事業部長より発言を求められていますので、許可します。事業部長。  

○事業部長  

 大変貴重な時間を頂きましてありがとうございます。昨日ですね、山口議員

からの一般質問で、櫟原山林のメガソーラー開発について指摘のあった件です

けども、あしたの全員協議会の資料を修正したものを机のほうにお配りしてお

ります。これは計算過程で流域面積に代入する数値の単位に誤りがございまし

た。詳しくは明日の全員協議会で説明させていただきます。申し訳ございませ

んでした。  

○議  長  

 ただいまの出席議員は１１名で定足数に達しておりますので、これより令和

４年平群町議会第７回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしております議事日程表のとおりであ

ります。  

 日程第１  一般質問を行います。  

 一般質問は１０名の議員から提出されており、昨日に５名の議員の一般質問

が終わっております。本日は５名の議員の質問を順次許可いたします。  

 まず、発言番号６番、議席番号１番、岩﨑議員の質問を許可いたします。岩

﨑議員。  

○１  番  

 おはようございます。議席番号１番、発言番号６番、岩﨑真滋でございます。

一般質問２日目、トップバッターを務めさせていただきます。それでは、先般

通告をいたしました３項目について質問させていただきます。  

 １項目め、リサイクルステーションについて。  

 現在、町行政のごみ減量化に向けた取組の一つとして、常時開放された有価

物回収拠点リサイクルステーションの設置場所を増やす取組をされています。

新聞、段ボール、雑誌、本、紙パック、雑紙の回収拠点として、役場本庁東駐
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車場をはじめ、新たに設置された北部リサイクルステーションと今後、設置予

定されている南部リサイクルステーションについて２点質問させていただきま

す。  

 １点目、回収状況など管理運営体制についてお聞かせください。  

 ２点目、住民の皆様が持ち寄り、分別された有価物の防犯対策についてお聞

かせください。  

 ２項目め、集会場にＡＥＤを設置してはについてであります。  

 先日、地元の防災訓練のときに、住民さんから集会場にＡＥＤを置くことは

できるかと御意見を頂きました。各地区の集会場は、地域の活動や災害時には

一時避難場所として活用されています。万が一のことを想定して、緊急対策の

一環としてＡＥＤを設置してみてはどうでしょうか。厳しい財政状況ではあり

ますが、行政のお考えをお聞かせください。  

 ３項目め、町内のベンチを増やしてみてはについてでございます。  

 町内各主要箇所、具体的には椿井城跡、烏土塚古墳、竜田川沿いの桜にベン

チを設置することで、ウオーキングの方などの休憩場所にもなり、住民の皆様

のコミュニケーションも広がり、地域の活性化につながると思います。町行政

のお考えをお聞かせください。  

 以上３点、御答弁よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、１項目めのリサイクルステーションについてお答えします。  

 まず、小さい１点目についてです。  

 回収状況は、紙類の有価物、新聞、雑誌、段ボールを合わせての実績になり

ますが、役場本庁駐車場では令和２年度で７万４，３６０キログラム、令和３

年度で９万５，０８０キログラム、令和４年度は４月から１１月ですけれども、

６万５，７６０キログラムとなっております。  

 次に、北部リサイクルステーションは本年１０月開設で、１０月、１１月の

実績といたしましては５，０００キログラムとなっております。管理運営体制

についてですが、業務委託している回収業者と町職員がそれぞれ連絡、連携を

取り合うことでコンテナから回収物があふれることのないよう日常の集積状況

を確認し、利用者及び周辺住民に御迷惑をかけないように行っております。  

 続きまして、２点目の防犯対策についてです。日常のパトロールに加えて、

夜間の対策として防犯灯の設置をしており、また２４時間防犯カメラで監視し

ております。  
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 以上、答弁させていただきます。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○１  番  

 答弁ありがとうございます。リサイクルステーション運営は、スムーズに業

者さんと連携されて進めているということで、南部も今後開設して広げていく

ということで、順調に進んでいるのかなと思います。住民の皆様の利便性向上

に向けて引き続きお願いいたします。２４時間防犯対策も取られているという

ことで、ひとつ安心材料になるのかなというふうに思います。  

 再質問を一つ、すみません。南部リサイクルステーションの開設時期と見込

みについてお聞かせください。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 再質問にお答えいたします。  

 南部リサイクルステーションの開設の時期でございます。時期につきまして

は、来年、令和５年１月４日からの開設を予定しております。また、見込みに

ついてですけれども、南部地域を中心とした住民が利用しやすくなり、これを

もって北部、役場の駐車場を中部、南部と３か所での運用となり、紙類の再資

源化による減量化が進むというふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○１  番  

 年末年始、またごみの量も増えたりするのかなというところで、パトロール

と業者さんの連携を取ってスムーズに利便性向上に向けて努めていただきたい

と思います。この件はこれで結構でございます。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、岩﨑議員の２項目めの集会所にＡＥＤを設置してはについての御

質問にお答えいたします。  

 議員お述べのとおり、各集会所等については災害時の一時集合場所として位

置づけられています。しかしながら、町が全ての自治会にＡＥＤを設置するこ

ととなりますと、設置及び維持管理に多額の費用が必要となることから、町で
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の設置は困難であると考えています。そこで地域での自主防災活動の一環とし

て、ＡＥＤの購入もしくはリースを検討されている場合には、その費用につい

ては住民主体による安全で住みよいまちづくりの推進を目的とした自主防災組

織や自警団を対象に交付している安全なまちづくり補助金を活用いただければ

と考えています。また、この補助金を活用されることで自主防災の啓発となり、

自主防災組織の結成率の向上にもつなげていければと考えています。  

 以上でございます。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○１  番  

 御答弁ありがとうございます。安全なまちづくり補助金があるということで

お聞きしたんですけども、ＡＥＤをちょっと調べますと２０万円から３０万円

とかいろいろ高額な値段やなというふうに感じています。補助金を使ってしま

うと、ＡＥＤだけにちょっとお金を全部使ってしまうということになりますの

で、非常に難しいのかなと。補助金だけでは、自主防災組織、自警団はなかな

か立ち行かないのかなという。財政的に厳しい面がありますので、町もできる

とこは今のところ、そこが限界なのかなというふうに感じてます。また、何か

ＡＥＤの集会所は３０か４０か数があると思うんで、全部に置いてしまうとお

金が高額になる。ピンポイントで置くと不公平感がちょっと出てしまうという

のもあるので、それもちょっと考えなければならないので、役場とか学校とか

大きな拠点には設置されているということなんで、それ以外に何とか、集会場

全部には置けないんですけども、その中間地点に置いたり、何かそういう方策

があればなというふうに考えます。また、いろいろ町行政として御検討をお願

いいたします。この件はこれで結構でございます。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 それでは、岩﨑議員３点目の町内のベンチを増やしてはの質問について、設

置の御要望のあります椿井城、烏土塚古墳の文化財関係についてお答えをさせ

ていただきます。  

 まず、椿井城跡につきましては、南郭の北側、大のぼりを設置しておる場所

に既に木製の簡易なベンチを１か所設置しております。南郭の南側の場所は未

設置でございます。ベンチの設置につきましては、既に設置のものと同様に簡

易なものを想定していますが、所有者や地元、関係機関とも協議し、設置に向

け検討してまいりたいと考えております。  
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 次に、烏土塚古墳でありますけども、当該箇所は敷地全体が国指定の史跡と

なっており、敷地の一部、墳頂の部分が国有地となっております。簡易なもの

であっても協議許可申請が必要な場合がございます。設置に向けまして関係機

関と協議を行ってまいりたいと考えております。それぞれ課題がございますが、

御要望の趣旨を踏まえ、設置に向け前向きに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 続いて、竜田川沿いのベンチについてお答えいたします。現在、竜田川沿い

には、椿井から東山にかけて竜田川まほろば遊歩道が整備されており、河川沿

いの空間を活用した親水公園の設置や植栽が進められ、竜田川の環境美化等に

対する住民意識の高まりや住民活動の活発化などが見られます。特に桜の開花

時期には、多くの方々のウオーキングや撮影スポットとして人気があり、また、

こいのぼりの掲揚時期には町外からも多くの方が来られ、その景観を楽しんで

おられます。竜田川沿いを住民の皆様の交流空間として利活用を図ることは、

コミュニティーの育成やにぎわいづくり等の推進につながるものと考えており

ます。  

 なお、本年１１月には、平群駅前広場にサークルベンチや植栽ます、プラン

ターを設置しました。町の玄関口にふさわしい景観形成を図り、平群を訪れる

方々を美しい植栽でお迎えし、町の魅力度の強化につなげるものです。これら

の取組は、にぎわい創出の空間形成として有効な手段と考えており、議員御質

問のベンチ設置は建設的な提案として承り、前向きに検討してまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○１  番  

 御答弁ありがとうございます。椿井城、烏土塚古墳のほうからちょっと意見

を述べさせてもらいます。椿井城跡、南郭の南側は未設置というところで、何

とかちょっと腰かけるような場所があればなというふうに感じております。そ

の辺、ちょっと御検討願いたいなというところでございます。烏土塚古墳は、

私は大変勉強不足で申し訳ございませんでした。国指定史跡、国有地、関係機

関といろんな協議をしてからというところが大事だなというふうに感じており

ます。今後とも、どのように進むか、設置がそもそもできるかというところが
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あるかもしれませんが、にぎわいづくり創出ということで御検討願いたいなと

いうふうに思っております。  

 続いて、竜田川沿いのベンチ設置のほうでございます。平群駅前のサークル

ベンチは非常にいい空間だなというふうに感じてます。竜田川沿いにもベンチ

が、ちょっと腰かけるようなところがあれば桜もきれいですので、にぎわいに

なるのかなというふうに感じております。今後はまたいい方向に進められたら

いいなというふうに感じてます。どうか御検討のほどをよろしくお願いいたし

ます。  

 これで私の一般質問は終わらせていただきます。  

○議  長  

 それでは、岩﨑議員の一般質問をこれで終わります。  

 午前９時２５分まで休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午前  ９時１５分）  

 

再    開  （午前  ９時２５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号７番、議席番号１０番、窪議員の質問を許可いたします。窪議員。  

○１０番  

 １０番、窪でございます。ただいま議長の許可を得ましたので、先般通告を

させていただいております５項目について質問させていただきます。  

 大きな１項目めは、子どもの幸せを最優先する社会の構築に向けた本町の取

組について質問いたします。  

 子どもたちを取り巻く環境は、かつてないほど深刻で厳しいものとなってお

り、２年以上続くコロナ禍により少子化が想定を上回るスピードで、児童虐待

の相談対応件数は約２０万件、不登校は約１９万人と過去最多、また子どもの

自殺者数は年間約８００人と平成以降で最多となっております。このような背

景の下、来年４月より子どもの権利を保障するこども基本法が初めて施行され、

それと同時に、子育て世帯をきめ細かく支援し、子ども施策を包括的に取り組

み、各府省庁に分かれている子ども施策に関する総合調整権限を一本化する司

令塔として、こども家庭庁が創設されます。また、公明党はこれらの課題を克
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服し、希望すれば誰もが安心して子どもを産み育て、十分な教育が受けられる

社会の構築を国家戦略と明確に位置づけるべく、１１月８日に新たに子育て応

援トータルプランを策定し、結婚、妊娠、出産から子どもが社会に巣立つまで、

切れ目のない支援策を発表をいたしました。そこで本町の子どもの幸せを最優

先にするための取組についてお尋ねをいたします。  

 １項目め、平群町の合計特殊出生率と人口減少に対する認識について。  

 ２点目、本年１２月２日に成立した国の第２次補正予算の総合経済対策には、

公明党の主張で盛り込まれた出産・子育て応援交付金として全ての妊婦、子ど

も、子育て世帯に対する支援を充実させると明記がされております。これまで

支援が手薄な妊娠期、ゼロ歳から２歳児の低年齢期に焦点を当てて、妊娠期か

ら出産子育てまで一貫した伴走型相談支援の充実を図るとともに、地方自治体

の創意工夫により妊娠出産時の関連用品の購入助成や産前産後ケア、一時預か

り、家事支援サービス等の利用負担軽減を図る経済的支援、１０万円相当を一

体として実施する事業が創設し、継続的に実施がされます。本町の伴走型相談

支援と経済的支援の一体的実施について具体的な取り組む方向性についてお尋

ねします。  

 三つ目、こども基本法には、地方公共団体の責務として、国のこども大綱や

県のこども計画を勘案し、子どもたちの意見を聴取する機会をつくり、平群町

こども計画の策定をすべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。また、国

もこども家庭庁の創設で子ども施策を一本化しますが、本町も教育委員会、福

祉こども課、健康保険課をさらに総合調整する必要があると考えますが、いか

がお考えでしょうか。  

 四つ目、平群町の子育て支援の五つの無償化で、子育てしやすいまちづくり

に取り組むべきと考えます。  

 まず、小さな一つ目、子ども医療費助成の窓口無料化、１８歳まで拡充の進

捗状況についてお尋ねします。  

 小さな二つ目、学校給食費の無償化の実現を目指し、段階的に負担の重い多

子世帯への軽減、無償化等の検討を、また物価高騰により給食費の値上げを保

護者には求めないようお願いしたいと思います。  

 三つ目、第２子以降の保育料の完全無料化について。  

 小さな四つ目、１歳誕生日のお祝いにクオカードの配布について。  

 そして、既に実施されています３歳以下の乳幼児がいる世帯に指定ごみ袋を

無償配布されていますが、このように述べた五つの無償化の実施で、多様な悩

みに寄り添う支援を早急に検討すべきではないでしょうか、お伺いいたします。 

 大きな２項目めは、空き地・空き家の樹木や雑草の対応について質問をいた
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します。  

 少子高齢化や人口減少に伴い、全国的に適切に管理されていない空き地・空

き家の問題は社会問題となっており、特に空き地や空き家の樹木が越境し、強

風などで倒壊の危険性があり、困っているけど連絡がつかない、また雑草だら

けで虫が発生し、衛生面はもちろん治安も影響するというケースはこの先さら

に増加し、近隣の生活環境に大きな影響を与えます。これまで樹木や雑草の伐

採については、現行民法第２２３条では隣の土地にある樹木の枝や根っこが越

境してきた場合、根っこは勝手に切ってもよいが、枝は切れないとされていま

したが、今回民法が改正され、令和５年４月１日から新ルールが施行されるこ

とになり、改正民法第２３３条第３項には、越境されたほうの土地所有者が枝

を切ることができるという特則が追加されました。これによって、隣地が所有

者不明土地であっても適切に対処することが可能になり、一歩前進ではありま

すが、緑豊かな平群の地域では空き地・空き家の適正管理は大変大きな問題で

あります。そこでお尋ねをいたします。  

 一つ目、空き地や空き家などの樹木や雑草の管理状況と指導体制について。  

 二つ目、空き地や空き家から樹木や雑草が公道等に大きく越境しているなど、

歩行者や車両が通行する上で危険が生じる場合、自治会や住民の皆さんからの

相談に対する行政の対応と解決策について。  

 三つ目、空き地等の土地所有者からの反応がないケースの場合の対応につい

て。  

 四つ目、行政代執行を行えないのか、お尋ねいたします。  

 大きな３項目めは、帯状疱疹ワクチン接種の助成についてを質問いたします。 

 帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起きる皮膚の病気で、日本人成人

の９０％以上は帯状疱疹の原因となるウイルスが体内に沈み、８０歳までに３

人に１人が発症すると言われております。皮膚症状が先行し、夜も眠れないほ

どの激痛もあり、その後も神経の損傷により痛みが続く帯状疱疹後神経痛と呼

ばれる合併症に加え、角膜炎、顔面神経痛、難聴などを引起し、目や耳に障害

が残ることもあると言われております。大変に怖い症状ですが、日本では５０

歳代からの発症率が高く、ワクチンによって発症リスクを下げ、重症化を予防

することが可能となります。しかし、費用が高額なこともあり、接種を諦める

方も少なくありません。そこで、町民の健康を守る観点からお伺いいたします。 

 一つ目、帯状疱疹、またワクチンに対する町の認識についてお伺いいたしま

す。  

 ２点目、帯状疱疹ワクチン接種の助成について、町の見解をお伺いいたしま

す。  
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 大きな４項目めは、町防災訓練の実施について質問をいたします。  

 令和４年度奈良県防災総合訓練が、本年１０月２３日、コロナ禍の影響によ

り３年ぶりに橿原運動公園で開催され、私も防災士の一員として参加をいたし

ました。本訓練では、大規模地震を想定し、被災地訓練、避難所訓練及びヘリ

等訓練が同時進行で実施しました。訓練の目的は、県民の防災意識の高揚を図

ること、また地域住民はもちろん消防、警察、自衛隊、防災関係機関等、約８

０機関が連携強化を行うことにより、平常時から相互に顔の見える関係づくり

を図ること。また、防災技術の向上を図ること、そして地域防災力の向上を図

るため、住民参加型の避難所訓練を実施することにより、同様の訓練が県内で

広く実施されることを目指しての実施でありました。私は、避難所訓練の担当

でありましたが、平時から訓練をしていないと、いざというときには大変戸惑

うことも多くあり、防災訓練の必要性を改めて認識をいたしました。特に本町

では、自主防災組織等の皆様の防災意識が大変高く、毎月１回集まり、研修を

されているところもあるとお聞きをしております。机上ではなく、町が主体と

なって年に最低１回、各種団体との連携により実践的な町防災訓練を実施する

必要があると考えますが、本町としてどのようにお考えか、お尋ねをいたしま

す。  

 最後、大きな５項目めでございますが、町総合文化センター２階のラウンジ

等の充実を質問いたします。  

 平群町総合文化センターもオープンして２年半が経過し、コロナ禍の中では

ありましたが、多くの皆様の憩いの場となってまいりました。全ての関係者の

皆様に心から感謝と御礼申し上げます。そこで２点お尋ねいたします。  

 一つ目、２階のラウンジや矢田テラスの活用方法について、平成３１年３月

議会でも質問をいたしましたが、催しがなくてもいつでも気軽に立ち寄れる場

所となるよう、ラウンジに自販機を設置するだけでなく、簡易なカフェなどの

設置を行い、収入の一部を維持管理費の削減につなげるべきではないかと一般

質問を行いました。町の答弁では、喫茶店のような常設店舗は設置できないが、

町民の皆様が気軽に憩える場所として本格的なコーヒーメーカーや軽食を販売

する自販機の設置をしたいと答弁をされました。現在、２階のラウンジには設

置する場所も確保がされており、コーヒーメーカーなどを早急に設置をすべき

と考えますが、いかがお考えでしょうか。  

 二つ目、屋外のどんぐり広場を多くの団体がマルシェなどで活用され、大変

盛況であります。１階には飲料水などの自販機がなく、２階にあることを知ら

ない方も多くおられます。２階への誘導はもちろんですが、１階の内外にも自

販機を設置すべきではないでしょうか、お伺いいたします。  
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 以上、端的に明快な御答弁をよろしくお願いをいたします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、窪議員の１項目めの子どもの幸せを最優先する社会の構築に向け

た本町の取組についての御質問にお答えいたします。  

 まず、１点目の平群町の合計特殊出生率と人口減少に対する認識についてで

すが、国勢調査の人口では平成１２年以降、減少傾向となっており、令和２年

の人口は１万８，００９人で、５年前の調査と比較しますと８７４人、４．６％

減少しています。また、合計特殊出生率につきましては、平成２５年から平成

２９年は１．１５人で、５年前の調査と比較しますと０．０８人上昇しており

ますが、奈良県下では３９市町村中３４位となっており、生駒郡内では最も低

い状況となっています。出産年齢別では、２０歳から３５歳未満の出生数が特

に少ない状況となっていることから、若い世代の結婚、出産、子育てなどの出

生率の上昇を図る施策が重要であると考えています。  

 次に、３点目中の国のこども家庭庁の創設に伴う本町の関係課の総合調整に

ついてですが、令和５年４月より国の施策として、全ての子どもの健やかな成

長を社会全体で後押しするため、新たな司令塔としてこども家庭庁が創設され

る予定となっております。今回こども家庭庁の創設に伴う関係課の総合調整に

ついては、現在具体的に子どもの施策にどのような影響があるのか不透明な状

況ではありますが、これを機会に改めて子ども目線に立ち返り、関係課による

検討会議などを行いながら総合調整をしてまいりたいと考えています。  

 以上でございます。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 窪議員御質問の大きな１項目めの２点目、本町の伴走型相談支援と経済的支

援の一体的実施についての取り組む方向性についてお答えします。  

 妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう環境を整えるため、

出産・子育て応援交付金の創設が国において議論されています。妊娠期から出

産、低年齢の子育て期の相談支援体制の充実、伴走型支援及び経済的支援を一

体的に行う工夫された事業とされています。相談支援体制ですが、本町は子育

て世代包括支援センターを開設しており、妊娠の届出時は専門職が面談を行い、

妊婦のお困り事や心配事などを把握し、届出の２か月後と出産予定日の２か月

前に電話連絡等を取り、心配事や産前産後の支援の有無等を確認し、出産準備、
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育児について情報提供を行っております。また、既存の支援サービスであるフ

ァミリークラス、妊婦教室や子育てサークル、産後ケアやこども園の一時預か

りサービスなど、対象者の状況や希望に応じて利用を促し、いつでもかかりつ

けの相談機関とつながることで、子育て中の親が孤立することを防いでいます。

今議論されている伴走型相談支援を実施する場合、従来より実施している支援

に加えて、妊娠８か月面談のみを新たに導入することとなります。経済的支援

については、妊娠届出時の面談時に申請を受け５万円を支給し、出生届け後に

は新生児訪問時に申請により５万円を支給する方向で議論されています。本町

で実施する場合は、現金給付により妊婦健診時の交通費やベビー用品の購入や

サービス利用時の一時負担金に充てていただくことを想定しております。  

 なお、経済的支援について、本町は現在、町独自支援として新生児に対し、

出産祝い金１０万円を支給しているところですが、これは地方創生臨時交付金

を活用したもので、この交付金が次年度も実施されるか否か分からないところ

であることから、今検討されている出産・子育て応援交付金を活用して、出産・

子育てへの経済支援を継続実施できるよう国の情報を収集してまいりたいと考

えております。  

 次に、３点目の平群町こども計画の策定についてお答えいたします。  

 議員おっしゃる平群町こども計画については、現時点では何の情報もござい

ません。今後、国や県から情報提供がありましたら策定については検討してま

いりたいと考えております。  

 続きまして、４点目の五つの無償化についてお答えします。  

 まず、小さい一つ目の子ども医療費助成窓口無料化年齢拡充についての状況

からお答えします。子ども医療費助成窓口無料化年齢拡充については、議員か

ら９月議会でも御質問いただいておりました。それ以降、県内市町村の協議が

始まり、令和６年８月診療分から県下一斉に窓口無料化の年齢が拡充される方

向で協議が進んでいます。対象年齢については、高校３年生までを対象とする

かは現在協議中であります。本町においては、福祉医療のシステム改修が必要

となることから、県内市町村の協議が整った際には早急に対応できるようベン

ダーと話を進めているところでございます。  

 小さい二つ目につきましては、教育委員会より答弁をいたします。  

 続きまして、小さい三つ目ですけれども、第２子以降の保育料完全無料化に

ついてです。現在こども園におけるゼロ歳から２歳までの保育料について、多

子減免として同一世帯で２人以上の児童が小学校就学前までの場合や一定の所

得以下の世帯の場合は、第２子は保育料を半額とし、第３子以降は無料として

おり、保護者への経済的支援を行っておりますので、第２子以降の全ての児童
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への保育料の無償化ということについては考えておりません。  

 四つ目のお祝いクオカード配布についてお答えします。１歳の節目に町から

お祝いすることは喜ばれることであり、町の子育て支援のアピールにもなりま

す。しかしながら、さきの質問にありましたが、妊娠・出産、子育て期の経済

的支援により、お祝い金を支給する方向で考えていますので、新たにクオカー

ドの配布は難しいと考えておるところです。  

 以上、私からの答弁とさせていただきます。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 それでは、４点目の小さな②学校給食に関する質問に答えさせていただきま

す。  

 学校給食費は、学校給食法に基づき、調理業務に係る経費以外の食材費は保

護者の負担となっております。御質問の学校給食費の多子世帯への軽減、無償

化等の検討につきましては、子育て世帯の応援の施策としましては有効な手段

であると考えます。  

 次に、物価高騰による給食費の値上げを保護者に求めないことにつきまして

は、給食食材の入札を徹底し、安価な経費での食材を調達し、使用材料や調理

や献立の工夫を行い、食材経費の節減に努めるとともに、引き続き米飯給食の

加工賃を公費で負担する対応を継続し保護者負担にならないように努め、安心

で安全な栄養価の高いおいしい給食を提供してまいります。給食費の無償化実

現は、大変大きな課題であると認識しています。現在、我が国ではこども家庭

庁の設置に関係し、子どもに関する施策の検討が行われているところであり、

国県の動向、他市町村の動向も注視し、今後の検討課題とさせていただきたい

と考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 窪議員。  

○１０番  

 御答弁ありがとうございます。それでは、随時再質問をさせていただきたい

と思います。  

 まず、１項目めの平群町の合計特殊出生率と人口減少に対する認識ですが、

近隣市町で最も低いという状況であります。そこで、若い世代の結婚や出産、

子育てなどの出生率の上昇を図る施策が重要と考えてるとの御答弁でありまし

た。私もこれは本当に同感であります。まずここにしっかりとした手を打って
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いかないと前に進まないと思って、平群の未来はないと思っております。  

 また、二つ目の伴走型ですね、また経済対策についてでありますが、いろい

ろな子育てのこういう相談支援体制の充実した取組をプリズム平群とまた本庁

のほうで連携をしていただいてることは本当に感謝しております。今回も国の

この制度を党として提案するに当たりまして、全国の自治体のアンケート、聞

き取り調査をさせていただきましたが、それをより実感をいたしました。ただ、

そこで家事支援サービスというのが唯一ないなと。そばに御高齢の御親戚とか

親御さんとかがいらっしゃらない場合、本当に家事支援もできなくて大変生活

や子育てに疲れ切ってると、こういう親御さんもいらっしゃるということも私

も町内で聞いておりますので、これもひとつ今回の質問には上げておりません

が、担当課にはしっかりとお願いをしておりますので、この家事支援サービス、

ニーズを把握してということでありましたが、これは付け添えておきたいと思

います。そして、国のこの伴走型支援を実施するに当たって、今、部長のほう

から本町ではあと入れるとしましたら、妊娠８か月の面談の導入を行うと。こ

れはありがとうございます。また、経済対策、これ、妊娠届時の面談時に申請

をしていただいて５万円を支給する。また、出生届時はどなたが出生届に来ら

れるか分かりませんので、新生児訪問時に行って申請をしていただいて、また

５万円を給付すると。どちらも本町は現金給付ということで、妊婦健診時の交

通費やベビー用品の購入、町内にはお子さんの買うところが割と少ないですの

でね、現金でということで本町の地域性としたら一番喜ばれるのではないかと

思います。そこでですね、国の詳細が今Ｑ＆Ａとか自治体への説明も始まって

いるか、これからかは分かりませんが、本町としても早急にこの補正予算を計

上しなければならないと思います。一日も早く対象者に支給することが必要で

すので、その時期ですね、国はもう可決をしておりますので、詳細はこれから

だといっても、各自治体では補正を上げてはる自治体もありますのでね、１２

月に。ここは早急に補正予算の時期と、また内容について再質問させていただ

きます。  

 また、確認ですが、私も聞いてるのは本年の４月に遡って給付、支給をされ

るということも聞いております。その点も分かる範囲、簡単で結構ですので、

お答えいただきたいと思います。  

 ３年連続、出産祝い金１０万円、他町ではこういうことをどこもされてなか

ったと思います。１年だけやったところも多いと聞いてます。でも、３年間、

地方創生臨時交付金を活用されたということは、大変お子さんに力を入れてい

るということで評価をしておきたいと思います。  

 そして、こども計画でありますが、来年の４月からの施行となりますので、
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詳しいことは分からないでしょうけれども、国の情報では国のこども基本法に

基づいて、自治体の努力義務となっておりますのでね、本町もここではしっか

りと行政だけで決めるのではなくて、そういう若い世代、子どもたちに聞き取

りをするようにということが明記されておりますので、しっかりとこれは努力

義務であっても、平群町は策定をしていただくことは強くお願いをしておきた

いと思います。また、こども家庭庁に伴いまして、平群町も福祉こども課を提

案させていただいて創設をしていただきました。何回も各４課で御協議されて

きたと思いますが、まだまだ私自身もこのことはどの課へ行ったらいいんだろ

うって悩ましい部分がまだまだあります。これはもう各四つの課自身が、三つ

ですね、悩まれてるとこでもあるかと思いますので、子ども施策に関する関係

課の事務事業の総合的な検討、協議をしてまいりたいと再度おっしゃってくだ

さってますのでね、国もこども家庭庁の創設で行政の縦割りをなくして、「こど

もまんなか社会」の実現を目指しているこの時期でもありますので、本町にお

いても子どもや保護者の目線で御検討をお願いをしておきたいと思います。  

 そして、平群町子育て支援の五つの無償化と大きく質問させていただいてお

りますが、その中で９月議会、これまでもずっと何年もにわたりまして窓口無

料化の一般質問をさせていただきました。特に９月議会では、県内の情勢が少

し動き出しましたので質問させていただき、今、部長のほうから令和６年８月

診療分から県下一斉に窓口無料化の年齢拡充される方向で、県下がやっと統一

して前へ進むということ、大変町長に感謝申し上げたい、また評価をしたいと

思います。それに伴い、システムの改修時期、これが令和６年８月の診療分か

らいくとなったら、平群町はこのシステムの改修はいつ頃、予算を計上してし

なければならないか、その点についてお尋ねします。  

 また、対象は今、部長のほうから高３までの窓口無料化、それはもっともな

ことだと思います。県下で無料化は、市、町で平群町だけでした。この７年前

から本当に先駆を切って大変厳しい財政状況にある中、無料化を高３まで通

院・入院も一部負担も一切なく完全無料化で来ていただきましたが、ここに来

まして各近隣も全てが高校３年生までに無料化になっております。そこは中３

までとかではなくて、システムを改修するんでありますから、高３まで窓口の

無料化ということは強く強く平群町としては言っていただきたいと思います。

この点、ここは再質問させていただきます。  

 また、次は学校給食費の無償化について、段階的に多子世帯の軽減・無償化

の検討をということで、これは大きな今課題でありますけれども、ということ

を考えていると、それはもちろんでしょう。国や県の動向も注視して検討課題

としたいということでありますが、県内の無償化の実態と多子減免の県内の実
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施状況、またさらに全国の無償化の実施状況について再質問をさせていただき

ます。また、物価高騰によって給食費の値上げを保護者には求めないでほしい

というふうに、これは全議員が思われてることかな、それはちょっと分かりま

せんが、多くの議員が思われてることではないかと思います。食材の入札や食

材をはじめ献立の工夫をして、食材経費の削減に努めてまいりたいということ

ですが、今、行政の職員の皆さんも本当に御苦労していただいて、新年度の予

算編成中でもあると思いますが、来年度も値上げをしないということで、そう

いうふうに受け止めていいんでしょうか。また、これをいつ保護者にどのよう

にお知らせするのかも再質問をさせていただきます。  

 そして次に、第２子以降の保育料の完全無料化については、平群町も国の制

度に基づいて一定所得以下の世帯で第２子の保育料を半減、第３子以降は無償

とされていることは理解をしておりますけれども、県内近隣では保護者の経済

的負担を軽減して２人以上在園している場合、第２子以降は年齢や所得制限を

問わず保育料を無償とされてる自治体も増えてきております。ですので、平群

町が第２子以降、所得制限を設けず無償化を実施した場合の人数と見込額につ

いてお尋ねします。  

 最後、１歳誕生日のお祝いクオカード、これは国の経済的支援も実施するの

で困難であると、配布はできないということ、これは致し方がないかなと思い

ますので、再質問はたくさん言いましたけれども、再答弁をお願いしたいと思

います。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 再質問についてお答えいたします。ちょっと、漏れ落ちがあった場合はまた

御指摘いただきたいと思います。まず、補正予算についてのお尋ねです。今の

ところ具体的に情報収集できておりませんので、でき次第という形になるんで

すけれども、早々に補正予算を組んでいきたい。それにはまた議会等へもお願

い、調整させていただく必要があるかと思いますが、速やかに実施できるよう

には対応していきたいというふうに考えております。だから、時期につきまし

ては速やかに補正予算を上程できる状況になればやっていきたいということで

お願いいたします。  

 あと、１８歳までの無償化については、これまで平群町の姿勢としては当然

要望していくということでありますので、その意思については変わりませんの

で、強くそれは事あるごとには要望していきたいというふうに考えております。

すみません、漏れましたけども、今回の交付金の遡及の御質問があったと思い
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ますが、今年度の４月に遡及されるということであります。補正につきまして

は、今聞き得ているのは６分の１程度の一般財源の支出を伴うということであ

りますので、こちらについては、また改めて御審議いただくということでお願

いしておきます。  

 私のほうからは一応以上です。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 システム改修の時期ということでお尋ねいただいてたかと思います。実施の

ほうが６年８月というところでございますので、ベンダーとは協議はしている

ところでございますけれども、６年度において改修できるように準備していき

たいと考えております。  

○議  長  

 福祉こども課長。  

○福祉こども課長  

 窪議員のほうから最後の質問の中で、第２子の児童の無償化を実施した場合

の影響見込みの御質問を頂きました。御質問の中におきまして所得制限を撤廃、

また年齢制限を撤廃した場合の影響見込額についての御質問だったと思いま

す。その点につきましては、ちょっと現在把握はできておりません。現在、国

の制度に基づきまして、こども園におきまして２分の１の保育料の減免のほう

を行っておりまして、それによる影響額のほうにつきましては把握しておりま

して、年間で約９００万円程度の保育料のほうの影響があると見込んでおりま

す。  

 以上です。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 学校給食に関しての再質問ということでございます。県内の無償化の状況と

いうことですけども、奈良県の教育委員会のほうから調査として出された資料

を基に見てみますとですね、人口規模が小さい８村が無償化をしているという

状況であります。具体的には、山添村、曽爾村、御杖村、黒滝村、野迫川村、

十津川村、下北山村、上北山村という８村となっております。  

 あとはですね、奈良県内の給食費で多子減免ですね、これを行われてる市町

村の状況でございますけども、その調査で見ている中では、広陵町と明日香村

が給食費の多子減免を行っているという状況でございます。広陵町につきまし
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ては、義務教育期間中における児童・生徒が３人以上いる世帯における、３人

目以降の児童・生徒が対象となっておりまして、１人当たり月額４，０００円

の支給をしてるというふうに聞いております。明日香村につきましては、保育

園、村立の幼稚園、小学校、中学校に在籍しておる子どもに対しまして、第２

子の子どもさんの自己負担額の半額の減免、３子以降につきましては自己負担

なしというふうな状況で聞いております。  

 あと、全国の無償化の状況でございますけれども、これは２０１７年に文科

省が行った調査によりますけども、全国１，７４０自治体のうち給食費の無償

化を実施しているのは８２自治体ということです。このうち小学校、中学校と

も無償化を実施している自治体は７６自治体、小学校のみ無償化を行っている

自治体が４自治体、中学校のみ無償化を行ってるのが２自治体というふうに聞

いております。  

 あとですね、質問を頂いたのが来年度の給食費についてなんですけども、現

在、今回の１２月の補正予算でもいろいろ議論、意見も頂いております。基本

的には、今の値上げをしない状況で努力してやっていきたいと。いろいろな食

材の調達とかですね、調理の方法もいろいろ考えながらやっていきたいという

ふうなことで、内部でも協議しているところでございます。あとは、保護者の

ほうにいつ伝えるのかということでございますけど、これはもちろん上げるこ

とがなかったら一々言う必要もないんですけども、万が一どうしてもという状

況につきましては一定ですね、学校給食センターの運営審議会等に諮っていく

手続が必要なのかなと思いますので、今ははっきりとした時期は明言できませ

んが、それよりも上げないようにいろんな食材の工夫をしながら栄養価も含め

てやっていきたいと考えておりますので、努力してまいりたいと思います。  

 以上です。  

○議  長  

 窪議員。  

○１０番  

 再質問の御答弁いただいてありがとうございます。まず国の経済対策ですが、

速やかに補正予算を計上していきたいということであります。４月に遡及適用

等々もありますので、対象者がどういう状況なのか、対象者に本当に一日も早

く、全国の自治体が動き始めておりますので、平群町も近隣に遅れを取ること

なく速やかに情報収集していただいて、手を打っていただくことをお願いをし

たいと思います。  

 そして、子ども医療費助成の窓口無料化の件ですが、強く要望という、いよ

いよここが大詰めですのでね、必ずそういうふうに１８歳まで、それ以上２０



 

－１９８－ 

歳までしてる自治体もあります。でも、平群町は１８歳まで先駆でやってきて

くださってるんですから、一番強く変更のないように前へ進めていただきたい

と思います。  

 もう１点、もう１回再質問ですけれども、今、課長のほうから、令和６年８

月診療分からということで、６年に改修をするためにと。６年８月から、その

時点では改修されてるということですから、令和５年の新年度当初予算にはこ

のシステムの改修経費が計上されるということでしょうか、再度この点、お尋

ねをしたいと思います。  

 そして、子どもの学校給食ですね、これ、２０１７年ですから、そこから５

年たってますのでね、大分そういう実態の部分がなかなか示されてないという

こともあると思いますが、もっと増えているのではないかと思いますので、そ

こは平群町もどのぐらい経費がかかるのかということはしっかりと検討してい

ただきたいと、これはお願いしておきたいと思います。また、物価高騰で来年

度の学校給食費の件ですが、来年度も値上げをしないと、努力したいと、これ、

大変前向きに受け止めさせていただきたいと思います。値上げをしなければ保

護者の皆さんにお知らせをされるという必要はないという、それは部長が言わ

れるのはごもっともだと思いますので、これは絶対にもう値上げをしないんだ

と。何をおいても子どもを守る、世帯を守るという意味で、この点はよろしく

お願い申し上げたいと思います。  

 保育料の完全無償化についても、本当に平群町でもできる範囲のことは、最

初からできないではなくて、検討をお願いをしておきたいと思います。  

 それからですね、私もこの五つの無償化と、このように大きく言わせていた

だきましたが、やはり子どもを育てるということで、皆さんが本当にいろんな

ネットとかいろんなんで子育ての情報収集を皆さん若い方は本当にされておら

れます。そういう意味でも、しっかりとこういうことを情報発信をしていただ

きたいということで、それに伴って人口減少対策にも、これは定住化にもかか

ってくることでありますのでね、本年、人口対策に取り組む室として、４月に

まち未来推進室が設置されました。冒頭、部長のほうからも出生率の上昇を図

る子育ての支援策が大事だと、このように述べられましたのでね、まち未来推

進室参事は今ここにおられますので、どのようにお考えなのか、お尋ねしたい

と思います。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 子ども医療費の現物給付化に係るシステム改修の再質問にお答えしたいと思
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います。システム改修につきましては、今現在、現物給付化の年齢拡大に向け

話が進んでいるということでベンダーと協議しております。実際に令和６年８

月の診療分から対応していくということですので、６年度の改修で間に合うと

いうことで今検討しております。話の中でですね、５年度に対応をシステム改

修の一部分をやらなければならないということになってまいりましたら、５年

度で計上をすべきところもあるかも分かりませんけれども、今のところは６年

度の改修で間に合うと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 まち未来推進室参事。  

○まち未来推進室参事  

 出生率の上昇を図る施策について、まち未来推進室としてどのようにお考え

かという御質問であります。充実した子育て支援により、若い世代を呼び込む

ことが人口増につながる重要施策の一つであると考えております。若者世帯の

移住定住を促進することで出生率の向上につながる見込みがあることから、国

や県の補助金や交付金を活用できる施策を模索し、検討してまいりたいと考え

ております。また、人を誘導し人を増やすためには町の魅力を発信することが

非常に重要であると考えております。情報発信につきましては、来年２月に２

か月に１度、奈良県内と京都府南部の幼稚園や医療機関、イオンモール等の商

業施設等に５万部発行される子育て世帯向けの情報冊子への掲載とウェブを併

用して、町内の子育てママたちへのインタビュー記事や様々な子育ての支援策、

助成制度などの情報発信を行う予定をしております。このようなシティプロモ

ーションを行うことで、より多くの方に町の魅力を知っていただき、平群町に

来てみたい、住んでみたい、住み続けたいと思っていただけるきっかけになれ

ばと考えております。子育て支援策につきましては、短期で実行可能な施策と

中長期を見据えて取り組む施策とそれぞれあると思いますが、様々な課題を踏

まえて施策の優先順位や選択と集中を心がけ、子どもの笑顔あふれるにぎわい

のあるまちづくり、にぎわいのある平群、輝く未来に向け、まち未来推進室と

して、企画施策の企画立案等を行い検討してまいりたいと考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 窪議員。  

○１０番  

 ありがとうございます。まずシステム改修、令和６年の予算計上でいけると

いうようなことですが、それまでに来年、新年度計上すべきものがあればして
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いくということで、速やかに予算計上して前へ進めていただきたいと思います。 

 また、今まち未来推進室参事のほうから御答弁いただきましたが、本当に今

年４月からスタートしたところで、すぐばんと何かが見えるということはなか

なかやっぱり時間もかかると思いますが、ホームページ等と情報発信はいろん

な無料のツールを使っていただきまして、外部の報道への発信とかをしていた

だいてることは高く評価をしたいと思っております。また、先ほども言いまし

たように、五つの無償化と、こういう一つのネーミングをつけたりしてね、や

はり他市町村とはここが違うんだということをね、お金のかからないたくさん

のいい資源も平群町にはたくさんありますので、そういう部分、また工夫をし

ていただいて子育ての施策っていうのかな、そういうことで若い世代の皆さん

にも定住をしていただけるように、これからまち未来推進室を核として取り組

んでいただきたいと思います。これはお願いしておきます。  

 最後に、西脇町長のほうにお尋ねしたいと思います。平群の子どもの幸せを

最優先にする社会の構築に向けた西脇町長のお考えをお尋ねさせていただきま

す。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、窪議員さんの質問にお答えさせていただきます。  

 子どもの幸せを最優先する社会の構築に向けた本町の取組についての考えで

ありますが、平群町では、先ほどありましたように、新生児の出生数も少なく、

人口も減少傾向にあります。また、人口減少を食い止めるためには、令和４年

４月にまち未来推進室を創設し、現在、人口対策に取り組んでおります。参事

から答弁がありましたように、町としては財政健全化に取り組むとともに、子

育て世代の移住定住促進や若い世代が暮らしやすい、子育てがしやすいまちを

目指して、町の魅力の発信や様々な施策を展開してまいりたいと思っておりま

す。  

 以上です。  

○議  長  

 窪議員。  

○１０番  

 町長、ありがとうございます。国も子育て予算の倍増なども今言われている

ときであります。子どもの幸せを最優先にするため、町独自の施策を明確にし

ていただいて町内外に発信していただくことをお願いしまして、この質問は以

上で結構でございます。  
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○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 続いて、窪議員御質問の２項目め、空き地・空き家の樹木や雑草の対応につ

いて、空き家に関する部分についてお答えいたします。  

 １点目の樹木や雑草の管理状況と指導体制についてですが、樹木や雑草の管

理については、空き家に限らず、現在お住まいの方も含めて、管理責任は所有

者、所有者または管理者になります。また、指導体制ですが、まず雑草や竹木

等が繁茂し隣接地に越境しているような管理不全物件について、隣接の方や自

治会等、地域住民の方からの連絡や町で実施しています空き家実態調査の結果

を基に所有者等の管理者に対して適正に管理するよう、現状写真を添付して行

政指導の通知を行っています。また、できる限り適正管理を促せるよう、遠方

からでも剪定、除草作業の依頼ができるシルバー人材センターのチラシや、ふ

るさと納税の返礼品として選択できるシルバー人材センターによる空き家見守

り制度のチラシも同封するなどの工夫を凝らしております。加えて、空き家バ

ンク制度の周知も行う中で、空き家の利活用に対しても啓発を行っているとこ

ろであります。  

 ２点目の歩行者や車両が通行する上で危険が生じる場合、自治会や住民の皆

さんからの相談に対する行政の対応と解決策です。基本的に空き家と同じく、

所有者等に対応を促しますが、現状として雑草繁茂や倒木など道路通行上著し

く支障を来し、なおかつ緊急性が求められる場合においてやむを得ず行政で対

応しています。  

 ３点目の土地所有者からの反応がないケースについての対応ですが、指導通

知をしているにもかかわらず、残念ながら対応の返信がなく、また適正管理を

していただけない場合には、指導通知の文面の語句を強めるなどして複数回に

わたり送付しているところであります。なお、近隣自治体への聞き取りでは、

住所地によっては訪問指導も実施している事例もございますので、今後そのよ

うな方策についても検討してまいります。  

 最後４点目です。代執行は行えないかとの御質問です。行政代執行法による

代執行は、法律のほか法律の委任に基づく命令、規則及び条例により命ぜられ

た行為のうち、義務者がこれを履行しない場合に行政が強制執行するものです。

空き家対策の推進に関する特別措置法や平群町空き家等の適正管理に関する条

例で定める行政代執行は、特定空家等で倒壊等、著しく保安上危険となるおそ

れのある状態のものに限り行うもので、雑草や樹木の不適正管理の空き家に対

しては、適用するものではありません。  
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 以上でございます。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、私のほうから空き地についてお答えいたします。  

 まず、１点目の樹木や雑草の管理状況と指導体制についてです。平群町あき

地に繁茂した雑草等の除去に関する条例に基づいて、年２回、空き地雑草除去

業務として、土地所有者に現状写真を添付し、町に依頼する場合の金額を明示

した雑草除去の案内、回答はがきを同封し通知を行っています。時期につきま

しては、盆・正月前に除草作業が完了するよう業者発注を行い、適正管理を行

っているところです。町が行うことにより、土地所有者は安心した費用と確実

な草刈り管理ができるというところでございます。  

 ２点目の自治会や住民からの相談の対応と解決についてでございます。その

都度現場を確認し、土地所有者に現状写真を添付した上、早急に対応していた

だくよう指導通知を送付しております。土地所有者より相談があった場合は草

刈り業者等の紹介を行い、速やかな解消に努めており、また自治会とも連携を

図って解決に向けて取り組んでおります。  

 ３点目の土地所有者からの反応のない場合についてでございますが、所有者

からの反応がない場合については、住所から電話番号等を照会し分かれば電話

で依頼を行うことや、所有者等に共有者が他におられないか調査を行っており

ます。条例に基づく指導通知についても、指導助言から措置命令へと移行した

文面として再度送付しております。  

 四つ目の代執行についての御質問ですが、平群町あき地に繁茂した雑草等の

除去に関する条例第７条に、代執行法の規定に基づき代執行をなすものとする

となっておりますが、現在まで実施したことはございません。  

 以上、お答えとさせていただきます。  

○議  長  

 窪議員。  

○１０番  

 ありがとうございます。まず、１点目の樹木や雑草の管理状況と指導体制、

空き家は都市建設課が担当してくださって、空き地は住民生活課が担当してく

ださってるということで、２部のほうから御答弁いただきましたが、まずこの

状況で空き家に関しましては、管理不全物件に対しては現状写真やらを添付し

て行政指導、いろんな角度で適正管理できるようにシルバーのこういうところ

でできますよっていうようなチラシとか、いろんな空き家バンク制度の周知
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等々、鋭意努力をしていただいてるとかはよく分かります。また、空き地に関

しても年２回ですね、土地所有者に現状写真を通して適正管理を行えるようチ

ラシ等もしていただいていると。行政としてはしっかりとした指導体制を取っ

てくださっていることは理解をさせていただいております。また、自治会から

の相談対応に関しては、空き家に関しては所有者に対応を促すけれども、緊急

性を求められる場合、やむを得ず行政で対応してくださって、これは緊急性を

要することはこれは致し方がないことだと思いますので、これからもお願いし

たいと思います。また、空き地に関しては現場確認を担当課はよく受けてくだ

さってますが、現状写真を撮って、また早急に指導通知を送付してくださって

ると。ここまでは通常のお取組だと思うんですが、ここからですね、土地所有

者からの反応がない、また無反応、併せて悪質な場合ですね、空き家では指導

通知しても返信がない場合は複数回にわたり指導通知の文言を強くして、複数

回していると。また、他の自治体では訪問指導を実施してる自治体もあり、今

後検討したいということです。空き地に関しては、土地所有者に電話をして助

言から措置命令へと移行した分の文書を送っていると、このようなことですが、

私もこれ、一般質問をさせていただき、また地域の住民、何か所かの自治会の

方、役員さんからもこのようにこういう御質問を受けましたので、今回質問さ

せていただいてますが、中部のある自治体ではこういう条例があって、中部の

自治体ですけれども、関西方面、また中部方面で、そういう実態の悪質、迷惑

の度合いがひどい対象の物件に関しては訪問指導をされていると。また、後ほ

ども出ますけれども、行政代執行も数年前までは年５件ぐらいしていたという

こともありました。ただ、深く聞かせていただきましたら、雑草の部分だけの

行政代執行で、樹木はお願いの範疇だと、このようなこともありました。ただ、

後からも関連しますけれども、やはり自治会、または住民さんがそこまででき

ませんのでね、今、前向きに訪問指導を実施と、検討したいということも土地

所有者の連絡が取れない場合ですね、大事だと思いますので、民法上、行政と

してもなかなか立ち入れないことも認識しておりますが、地域住民が大変困ら

れておられる場合、民法は民法としてぎりぎりのところまで精いっぱい対応し

ていただきたいと思います。この訪問指導も含めて、再度質問させていただき

たいと思います。  

 そして、行政代執行ですね、空き家に関しては条例がありますが、特定空家

で倒壊寸前と、こういう状況のものに限ると、行政代執行が。雑草・樹木の不

適正管理に対しては、これは行政代執行が対応できないということで、ただ、

空き地に関しては、平群町あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例第７条

で行政代執行ができるとありますが、これまで実施したことがない。ただです
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ね、条例違反のこういうところに関しては、その解決のために一番早いのは行

政代執行だと思いますが、なぜできないのか。再質問をさせていただきたいと

思います。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 それでは、再質問にお答えさせていただきます。  

 ３点目の御質問であった土地所有者からの反応がない場合の対応でございま

す。議員御指摘のように、不適正管理な空き家、これは全国的な社会問題とな

っております。隣地から伸びてきた竹木などの伐採、これは民法等の規定もあ

って、おっしゃいましたように、行政として立ち入れない部分があるというこ

とは御理解願いたいと思います。ただやはりですね、地域住民の皆様が困って

おられる、都市建設課のほうにも夏場になりますとですね、窓口のほうに多く

来られまして、苦情相談を多く聞いている現状がございます。先ほどの答弁で

申し上げましたとおりですね、訪問指導などもう一歩踏み込んだ対応について

調査研究してまいりたい、そのように思っております。  

 それと、４点目の代執行の件です。代執行の件ですけども、これも先ほど申

し上げましたとおり、隣地からの竹木の越境に対してですね、行政代執行を行

うことはできないとされております。行政として、所有者に対して適切な管理

のお願い、これを行っておりますけども、このお願いには強制力がないという

ことは御理解願いたいと思います。原則として、当事者間で行っていただくこ

とになります。ただ、議員の質問にもありましたけども、これまで民法第２３

３条ですね、隣から根っこが伸びてきたら切っていいけども、枝が勝手に伸び

てきたら切っては駄目とかそういうような規定もございましたが、令和５年４

月にですね、越境した枝の切除に関するルールが変わるとされています。民法

が改正されまして、竹木の切除に関する例外を認める内容が追加されるとなっ

ております。これによってですね、こういった問題がすぐさま解決するんだと、

そういうことではございませんけども、これらの改正内容も十分にお伝えして

ですね、行政として引き続き適正な管理に努めたいと思っております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 まず、空き地の対応担当といたしましては、訪問指導はできないのかという

ようなお尋ねであったかと思います。こちらにつきましては、現状も踏まえて、
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今のところそういった大きく著しく対応しなければならないというようなもの

はないんですけれども、それは今後空き地の状況にも応じて対応できるように

検討していきたいと思います。  

 行政代執行ですけれども、訪問指導と同じで、これまで代執行するような事

情がなかったというところです。ただ、あれば実施すべきことでありますが、

こちらも代執行するまでには速やかにというお考えでお尋ねやったと思うんで

すけど、法的な手続を一定段階を踏んでいった上での代執行ということになり

ますので、御承知おきいただきたいと思います。  

○議  長  

 窪議員。  

○１０番  

 ありがとうございます。本当に悪質で、またなかなか連携が取れなくて、地

域の皆さんが民法のはざまで御苦労されているところに関しては、やはり今ま

で以上に訪問指導、空き家も空き地も徹底してお願いをしておきたいと思いま

す。また、この民法の改正が令和５年４月からされることも、地域の住民の皆

さんも御存じの方もいらっしゃるかも分かりませんが、やはり広報等々でしっ

かりと適正管理を、お隣の枝木、雑草でお困りになられてる方も中にはいらっ

しゃるかも分かりませんので、そういうことも適正管理と併せて広報等でしっ

かりと民法が改正したことも周知をお願いしたいと思います。  

 最後に、この空き地・空き家の不適正管理の問題、本当に全国的な社会問題

で、特にこの緑豊かな平群の町では、地域住民の悩みの一つでございますので、

行政として民法による、本当にはざまで大変御苦労かと思いますが、適正な管

理を強く指導していただくことをお願いしまして、この質問は以上で結構でご

ざいます。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 それでは、窪議員、大きい３項目めの御質問にお答えいたします。  

 まず、小さく１点目ですけれども、帯状疱疹は５０歳以上、特に７０歳以上

で発生率が上昇し、８０歳までに３人に１人が発症すると推定されます。小児

期にかかった水ぼうそうウイルスが再活性化することで発症します。他の病気

にかかったり、ストレス、過労、栄養や睡眠不足など、免疫力が落ちたときに

かかりやすくなるとも言われております。予防に関しては、小児の水痘ワクチ

ンが５０歳以上の帯状疱疹予防に追加承認され、２０２０年に認可された帯状

疱疹ワクチンも５０歳以上の２回接種が任意接種として実施されています。国
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においては、定期接種化を検討しているワクチンの一つとして議論されておる

ところですが、効果や導入年齢に関しての検討が必要とされており、今後の動

向に注視しております。  

 ２点目についてですけれども、町内医療機関での水痘ワクチン、帯状疱疹ワ

クチンの取扱いはなされており、各医院でも月に数名、二、三名程度の接種実

績があるとのことです。帯状疱疹ワクチンは２回接種が必要となり、合計４万

円から５万円と高額であるということは把握しております。現在、県内で公費

助成している自治体はありません。本町としては、本人負担軽減のため、帯状

疱疹ワクチン接種を定期接種としていただくよう国、県に要望してまいりたい

と考えております。  

 以上、答弁とさせていただきます。  

○議  長  

 窪議員。  

○１０番  

 ありがとうございます。帯状疱疹ワクチンが予防に役立つということで、２

０２０年に５０歳以上の２回接種が任意接種として実施されました。また、町

としても、もちろん効果があるということは認識されてるということでありま

す。今、定期接種に向けて国の審議も議論されていますが、今後の動向を注視

したいということでもあります。私も今回の議会でこの定期接種化を求める意

見書案を提出させていただいておりますが、本町としても国や県にもこの定期

接種化を今まで以上に強く要望をしていただくことをお願いをいたしまして、

この質問は以上で結構です。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、４項目めの町防災訓練の実施についての御質問にお答えいたしま

す。  

 町主催の防災訓練の実施については、近年、新型コロナウイルス感染拡大防

止の観点から自粛をしておりましたが、いつ起こり得るということが分からな

い万が一の災害に備え、来年度からは感染症対策も踏まえながら、各種団体の

連携により実践的な防災訓練を実施してまいりたいと考えております。また、

訓練回数については、各種団体とも調整しながら、最低１回の防災訓練が実施

できるよう努めてまいりたいと考えています。  

○議  長  

 窪議員。  
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○１０番  

 ありがとうございます。各種団体と連携して実践的な防災訓練を実施してい

ただけるという、大変前向きな御答弁いただきましたが、来年度ということで

ありますが、実施に向けてのスケジュールと現時点でどのような訓練内容をお

考えか、今御答弁いただける範囲で結構ですので、お尋ねしたいと思います。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、再質問にお答えします。訓練のスケジュールと内容についてとい

うことでございます。令和５年度の地域自主防災組織連絡協議会の総会のほう

は、例年６月頃開催をしております。そこで協議を頂き、承認後となりますの

で、実施については夏頃までには実施したいと考えております。事前に準備で

きるものについては、また順次進めてまいりたいと考えてます。あと、訓練の

内容につきましては、住民参加型の避難所運営訓練を今のところは想定をして

おります。参加団体については、自主防災組織をはじめ、協力の得られる関係

団体、消防、民生委員、長寿会、防災士会の参加の下、実施してまいりたいな

と考えています。  

 以上でございます。  

○議  長  

 窪議員。  

○１０番  

 大変ありがとうございます。令和５年６月に毎年開催されている自主防の協

議会で、夏頃までに実施を目指して住民参加型の避難所、県のようにあそこま

でのことはできないことはよく分かっております。まず毎年、定例化をしてい

ただきたいと思います。本当に忘れた頃にこういう災害というのは起こります

ので、常日頃からこの訓練をしていないと、頭では分かっていてもなかなか体

が動きませんので、町内各種団体としっかりとここは連携いただいて、町の職

員の皆さんだけでは何も本当にできませんのでね、いろんなお仕事があります

ので、しっかりと連携をしていただいて、これからも定期的な防災訓練の実施

をお願いしまして、この質問は以上で結構です。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 それでは、窪議員５点目の町総合文化センター２階ラウンジ等の充実をにつ

いてお答えをさせていただきます。  
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 まず、１点目の２階ラウンジコーナーに本格的なコーヒーメーカー等を設置

し、矢田テラス等でいつでも気軽に立ち寄れる場所づくりに早急にすべきとの

お尋ねですが、現在、総合文化センターの２階ラウンジには、自動販売機１台

を設置しております。当初、施設オープンに合わせて設置する計画でありまし

たが、令和２年度のオープン前に新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、

設置を見合せ、その後も引き続き新型コロナウイルス感染症の動向に注視をし

ていた経緯があったため、現在のところ設置には至ってないというところでご

ざいます。全国的にも新型コロナウイルス感染症への対策が進んでおり、当施

設では、公民館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインなどの

対策指針に沿って、開館、運営を行っておりますので、当初の計画をしていた

趣旨、目的、内容に沿って、準備が整い次第、早い時期に設置できるよう進め

てまいりたいと考えております。  

 次に２点目です。１階の内外にも自販機を設置すべきとのお尋ねでございま

すが、設置の候補場所としまして施設西側の出入口付近の屋外の場所に、可能

であれば防犯カメラ対応や防災用の自販機等の機能がある、こういったものの

飲料用の自動販売機を準備が整い次第、早い時期に設置できるように進めてま

いりたいというふうに考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 窪議員。  

○１０番  

 大変ありがとうございます。まず、２階ラウンジや矢田テラスの活用で、コ

ーヒーメーカーなど早急に設置をしていただけるということであります。コロ

ナでありましたので、いい答弁を頂いてましたが、前へ進めてこられなかった

ということもよく理解はさせていただきます。でも、本当にここへ来たら少し

おいしいコーヒーが飲めて、地域の駅前にそういう喫茶店も少しありますけれ

ども、皆さんが集まれるような場所がありませんのでね、せっかく財政厳しい

中、建てていただいたこの総合文化センターで、よりここでほっとしていただ

けるようなことにしていただきたいと思います。ただですね、入ったところの

正面玄関の案内板が左にありますけれども、そこにはラウンジとしか書かれて

おりません。左側ですね、図書館じゃない方向の壁に貼られておりますが、１

階、２階の案内板などは、２階の特に今からラウンジでこういうふうな、今度

は置いていただける、また矢田テラスでも、私がこの前行ってきたときには高

校生ぐらいの女子が３名ほどで飲食しながら勉強されてたんです。こういう活

用方法もあるんだなと思って、いいことだなと思いましたが、そのことを知っ
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てはる方がどれだけいてるのかっていうことです。よくマルシェがある中、自

販機はどこですかという問合せが多いということも私も聞きますし、総合文化

センターの職員の皆さんも聞いておられるということも聞いてますのでね、こ

の案内板を分かりやすい表示にする必要があると思いますが、再度この点、質

問させていただきたいと思います。  

 また、１階の内外にも自販機の設置ですが、施設西側の出入口付近、屋外に

と。特に今本当に防犯カメラ対応や防災用の機能がある自販機ということで、

すごくいい御提案を反対にしていただいたと思います。なかなか防犯カメラの

設置が平群町は年に何台かしか今できてません。また、ストップしてますかね。

ですから、こういうときには町内のお店もいろいろ御関係もあると思いますが、

ここはやはり防犯カメラつきの機能のある自販機はぜひとも大至急対応してい

ただいて置いていただきたいと思います。これはお願いしておきます。  

○議  長  

 教育部長。  

○教育部長  

 再質問を２点頂いたかなと思うんですけども、まずは１階入り口の東側の表

示、これが小さな表示なのかも分かりませんけども、ラウンジとしか書いてな

いということでございます。今回、御提案、御質問いただいてラウンジという

んですか、コーヒーメーカー等の設置、これも検討していくんですけども、少

し皆さんが集えるような場所になるように、入り口もすぐ分かるような表示で

すね、これはちょっと工夫をして自販機を設置するときと同時までには案内板

を表示していきたいというふうに考えております。含めまして、２階のラウン

ジの階段が上がったとこにも同じような表示もするような形を工夫して、皆さ

んに分かっていただけるような工夫を少し検討していきたいというふうに考え

ます。  

 以上です。  

○議  長  

 窪議員。  

○１０番  

 ありがとうございます。２階も本当に何かポットの絵だけがありましたかね、

壁に。ここは自販機があるからここで飲めるんやなと思いますが、矢田テラス

にも何も書かれてなかったと思いますので、皆さんに分かりやすく親切な表示

をお願いをしておきたいと思います。町総合文化センターがさらに町民の皆様

の憩いの場となるようお願いをいたしまして、私の一般質問はこれで終わらせ

ていただきます。大変ありがとうございました。  
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○議  長  

 それでは、窪議員の一般質問をこれで終わります。  

 午前１０時５５分まで休憩をします。  

（ブー）  

休    憩  （午前１０時４０分）  

 

再    開  （午前１０時５５分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号８番、議席番号１２番、馬本議員の質問を許可いたします。  

○１２番  

 議長の許可を得ましたので、大きく４点について通告をしております。行政

側におかれましては、明確な御答弁をよろしくお願いを申し上げます。  

 まず、１点目につきまして、町道西山麓線、旧の西和広域農道の先線計画を

ということでございます。この件については、令和元年６月議会において町道

西山麓線は、基幹産業の農業の生産規模拡大と農産物の流通合理化を図る目的

で、昭和５８年から約２０年かけて、県道信貴山線から町道鳴川線まで道路整

備がされ、平成１６年４月には町道として認定をし、全線供用開始がされまし

た。南は三郷町の県道信貴山線に接続しておりますが、北は町道鳴川線で行き

止まりとなり、生駒市への先線計画はありません。西山麓線は、農業の生産規

模拡大と農産物の流通合理化、野菊の里斎場、朝夕の通勤車両や昼間の通過交

通などに利用され、年々交通量が増加をしております。  

 将来のまちづくりとして生駒市に接続することが平群町にとって重要な道路

計画と考え、町道西山麓線の先線計画については、平成１９年３月議会で一般

質問を行いました。当時、事業部長は、「当時、生駒市も含めた広域農道の計画

もありましたが、生駒市領に農振農用地がなく事業趣旨に合わず、広域農道事

業としては適合しなかったため鳴川地区で止まっています。先線事業について

は、生駒市との調整も必要です。現時点では厳しい財政状況でありますが、平

群町の都市計画マスタープランの中で、西和広域農道については広域幹線道路

と位置づけされており、さらに沿道の土地利用計画においても観光交流ゾーン

の拠点を設けており、町の循環道路として、また観光産業の発展においても重

要な路線であります。生駒市側への先線事業は平群町にとっても大きなメリッ
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トがあると認識しており、広域農道の先線計画についてはしばらく時間を頂き、

生駒市も含め関係機関とルート、事業手法などを研究してまいります」と、そ

の当時御答弁されました。そこで進捗状況と今後の取組についてお答えくださ

いとの質問に対して、「先線計画は本町や生駒市、三郷町のみならず、県北西部

の道路ネットワークの構築や国道１６８号線の渋滞緩和、緊急避難の輸送道路

などの様々な効果が期待できると考えており、今後はまず事務者レベルで生駒

市、三郷町と個別の協議を深め、奈良県と２市４町で構成する郡山土木協議会

などを活用してまいります。また、本町の第５次総合計画や都市計画マスター

プランに位置づけをしてまいります」。それぞれ御答弁をされました。  

 そこでお聞きをいたします。  

 まず１点目、平群町第６次総合計画骨子（案）の将来都市構造図において、

主要骨格軸と明示されておられませんが、なぜですか。  

 第２、生駒市への先線の進捗状況はどうなっておりますか。  

 第３、生駒市への先線実現には時間を要すると思われますので、そこで町道

鳴川路線の拡幅が急がれております。延長約５００メートル、緑ケ丘配水池か

ら藤城池間のうち、約２００メートルを買収済みであります。残り３００メー

トルが未買収であり、道路または道路幅員は広域農道と取付けとなるため、車

道が７メートル、歩道３メートルで幅員１０メートルが予定をされています。

まずは全体の用地買収ができれば、町道鳴川路線拡幅事業計画の９０％が完成、

完了と言っても私は過言ではありません。ここで残り３００メートルの用地買

収の見通しについてお聞きをいたします。  

 大きく２点目、安心、安全な生活道路の確保を。  

 令和２年３月議会に、安心、安全な生活道路の確保をすべきとして、過去３

年間の町道通行中において、不適切管理上での事故件数及び損害額では、事故

件数は６件発生し、損害賠償額は１６６万５，８３６円が執行されました。町

道管理者の町長に質問いたしました。内容としては、１、事故発生時の対応は

どうされてますか、速やかに対応しておりますと。２、町道の管理評価並びに

今後の対応をどのように考えておられますかに対し、毎年道路を起因とする事

故が発生していることを真摯に受け止め、管理評価は決して高いとは言えない

のが現状ですと。町財政が非常に厳しい状況でありますが、今後は費用対効果

や優先度が高いものから必要財源を確保し、計画的に実施できるよう努力して

まいりますというふうに答えられました。また、道路改修などの積み残しの件

数並びに概算で幾らぐらいありますか。そして、今後の対応はどのように考え

ておられますかに対し、自治会からの過去３年間の要望は７３件であり、積み

残し件数は１５件、概算費用は５，３２０万円であります。今後は緊急度の高
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いものから関係自治会と協議し、実施してまいりますとの部長回答、また改め

て町長は、評価としては先ほど担当課長が述べたとおりです。安心、安全な町

道の確保は、町の責務であると認識をしておりますので、財政が非常に厳しい

状況ではありますが、住民生活に支障を来さぬよう道路管理の執行に傾注して

まいりますと御答弁をされました。  

 そこで御質問をします。  

 １、令和３年４月から今年の１１月までに町道通行中において不適切管理で

の事故件数及び損害額、また自治会長並びに住民からの苦情件数及び人身被害

件数は。  

 ２番目、現状の町道管理評価に対する解決策はどのようにされようとしてお

られますか。  

 ３、各自治会長から道路改修等の要望に対し、現在の積み残し件数と概算総

額は幾らになりますか。また、今年度の要望件数と概算総額は幾らになります

か。  

 続きまして、大きく３点目でございます。デマンドタクシーについてであり

ます。  

 既存の公共交通機関等では支援できない高齢者を支える地域福祉事業として

デマンドタクシーが運行されています。多くの高齢者が登録をしていただき、

利用増につながることを願って毎定例議会に質問をしております。本年９月議

会での質疑では、運行開始から本年８月３１日までの登録者数累計は１，２４

０人、予約者数累計は５，０８３人、また今後の利用者増対策として自治連合

会の研修会で啓発、介護保険料額決定通知書にデマンド交通のチラシを同封し

周知を図るなどの御回答を頂きました。  

 そこで運行状況と今後の取組についてお聞きをいたします。  

 まず１点目、１１月までの登録者数累計並びに予約者数累計、また登録者数

累計の内訳として、前期高齢者数及び後期高齢者数はどうなっておりますか。  

 ２点目、運行開始から初めて利用者にアンケート調査をされた結果、また要

望に対する対策は。  

 ３点目、現在の利用対象者は６５歳以上で、フレイル状態である方、身体障

害者手帳とか療育手帳、精神障害者福祉手帳などをお持ちの方、介護保険制度

による要支援、要介護認定者及び事業対象者、また運転免許証自主返納者等、

いずれかに該当された６５歳以上の住民が利用できる条件となっています。私

は条件を撤廃し、平群町内在住の６５歳以上約７，１００人が利用できるよう

にすべきと思いますが、いかがお考えですか。  

 次に４点目、地域住民の生活環境を守れ。  
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 国は空き家等対策推進法が平成２６年１１月成立後、本町も平成２７年１０

月に平群町空き家等の適正管理に関する条例が施行されました。条例の目的は、

空き家等の防犯、防災、衛生、景観など、町民の生活環境を保全、もって魅力

あるまちづくりの推進に寄与するとされています。特に、所有者の責務として

空き家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう

自らの責任において適正な管理に努めなくてはならないとされています。中で

も特定空家の定義では、１、そのまま放置すれば倒壊など、著しく保安上危険

な状況、２番、著しく衛生上有害となるおそれがある状況、３番目、景観を損

なっている状況、４、その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが

不適切である状態などが認められた場合となっております。令和３年６月議会

において本町の空き家対策について質問をいたしました。１、特定空家等の戸

数及び地域住民の苦情と町の対策についてはということでありました。町全体

の実態把握や定期的な情報収集には町は至ってなく、町民からの情報を基に把

握しているだけであると。今後は財政上の問題で調査委託することが難しいこ

とから、転勤や相続問題などによって長期不在となっている「その他住宅」な

どを把握することが大切だと考え、速やかに町内全域を目視調査をしてまいり

ますと御答弁されました。２番目、特定空家に指定されれば、例えば固定資産

税が高騰、過料の発生、行政代執行の費用請求などがあります。本町では固定

資産税対応をどのようにされているかに対し、住宅用地に対する固定資産税の

課税標準の特例から除外される規定があります。本町での実績はないというこ

とでありました。今回、議員からの、適正な課税に向け重要な課題提起と受け

止めておると、これを機として空き家対策事業関係課と連携強化を図ってまい

りますと、このような御答弁も頂きました。その後、昨年の１２月議会におい

て、調査状況と今後の対応について質問を行いました。７月より目視調査を開

始され、緑ケ丘、椿台、若葉台、ローズタウン若葉台、初香台、光ケ丘で約３，

０００件を実施され、緑ケ丘全体で適正管理されていない物件は１８件を確認

され、その結果、適正管理されたのが６件、残り１２件がそのままでありまし

た。椿台は全体で適正管理されていない物件１９件がありました。確認し指導

通知を行った結果、適正管理されたのが１４件、残り５件がそのままの状況で

ある。若葉台、ローズタウン若葉台を含む全体で適正管理されていない物件８

件を確認、指導通知を行った結果、その後、適正管理をされたのが７件、残り

１件がそのままの状況である。初香台、新初香台、五月台含む全体で適正管理

されていない物件７件を確認され、指導通知を行った結果、適正管理が２件、

残り５件はそのままの状況である。光ケ丘全体で適正管理されていない物件２

件を確認し、指導通知を行った結果、その後、適正管理されたのはゼロ件で、
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残り２件がそのままの状況である。今後の調査として、春日丘、日立団地、北

信貴ケ丘をはじめ、竜田川団地、竜田川ネオポリスを順次実施、また山間地域

を除いて年度内を目標としていると御回答も頂きました。続いて、今年の６月

に議会で、残りの、５自治会の調査報告では、春日丘、日立団地の適正管理さ

れていない物件２件を確認され、指導通知を行ったが改善をされておられませ

ん。北信貴ケ丘では適正管理されていない物件２件を確認し、指導通知を行っ

た結果、全て改善をされました。竜田川団地では適正管理がされていない物件

２件を確認し、指導通知を行った結果１件が改善され、残り１件はそのままで

あります。竜田川ネオポリスで適正管理されていない物件４件を確認し、指導

通知を行った結果２件は適正管理し、残り２件は改善されておりません。５自

治会約８９０件のうち１０件に指導通知をされ、５件が改善、５件が改善され

ていないとの回答でございました。  

 そこで今回の質問をさせていただきます。  

 １番目、緑ケ丘、若葉台、椿台、ローズタウン若葉台、初香台、光ケ丘で約

３，０００件を実施、指導通知５４件のうち３３件は改善され、残り２１件は

改善されていない。また、春日丘、日立団地、北信貴ケ丘、竜田川団地、竜田

川ネオポリスの５自治会で約８９０件のうち１０件に指導通知した５件が改

善、残り５件は改善されていないと報告がありました。約３，８９０戸が目視

された結果、指導通知をしても改善されなかった空き家２６件のその後の対応

と推移はどうなっておりますか。  

 ２番目、今年度、各自治会や住民からの苦情件数並びに対応。  

 ３番目、山間地域での調査予定はどうなっておりますか。  

 ４番目、条例、規則、この中で特定空家に至るまでのマニュアルを早急に作

成すべきと前回質問をいたしました。町は検討するとの回答でありましたが、

マニュアルはできましたか。  

 以上、大きく４点、よろしく御回答のほどお願いいたします。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 それでは、馬本議員御質問の１項目め、町道西山麓線、旧西和広域農道の先

線計画をについてお答えいたします。  

 １点目の平群町第６次総合計画骨子（案）の将来都市構造図において、主要

骨格軸と明示されていない理由についてですが、西山麓線については、県北西

部の道路ネットワーク構築や国道１６８号渋滞緩和、緊急避難の輸送道路等、

先線の重要性については認識しております。しかしながら、広域的な道路事業
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であるため、県、生駒市、三郷町などの関係機関との調整に時間を要するため、

総合計画などの上位計画に位置づけるには事業計画自体の熟度を高める必要が

あるため今回は明記しておりません。  

 ２点目の生駒市への先線進捗ですが、昨今のコロナ禍ということもあり、関

係機関との協議、調整ができず、残念ではございますが進捗はございません。  

 ３点目の鳴川路線拡幅事業の残り３００メートルの用地買収の見通しです。

現在、関係地権者と用地交渉を進めています。現時点では交渉中であり、見通

しについての明言はできませんが、引き続き関係地権者の協力を得られるよう、

また早期完成に向け取り組んでまいります。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 一つ目につきましては、先線のことについて今回は都市計画に明記していな

いということ、でき得なかったということは、要するに県と生駒市並びに三郷

町がまだそこに熟していないということでの御答弁でありましたので、今度は

明記できるようにね、ひとつ何とか御努力をまずお願いしたいというふうに思

いますので、相手あることでございますので、ひとつよろしくお願いを申し上

げます。  

 ２点目につきましては、コロナ禍の関係でその協議、調整ができ得なかった

ということも、もちろん理由もよう分かりましたんで、今後も引き続き協議を

よろしくお願いを申し上げます。  

 次に３点目、鳴川路線の関係の用地の関係ですねけど、関係地権者は何件ぐ

らいおいでになるか、まず御答弁していただけますか。それと５点目につきま

しては、一応それはそれで何件ぐらいあるねやと、あと、それだけまず答弁い

ただけますか。それについてまた質問させていただきますので。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 関係地権者の件数について御質問いただいております。用地買収の面積、用

地買収全体で７件ございましたけども、残っておるのが個人が５件で、企業が

１件ということであります。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  
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 こういう事業は先ほど言いましたように、用地買収ができれば鳴川路線の拡

幅事業の９０％が私は完了したと言っても過言でないということは皆さんも御

存じなので認識されると思いますので、より一層の御努力をお願いしたいと思

います。そこで町長は重要路線と位置づけされておられますのでね、この線に

ついては。来年度の予算はどのように考えておられるんかと。まず用地買収で

ございますんで、そこら辺はどうですか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 まず用地買収についてでございますが、次年度に向けて社会資本整備総合交

付金を活用して、用地買収などの必要な予算を計上していきたいと思っており

ます。いずれにいたしましても、当該事業は関係地権者の協力がなければ実現

できないと考えておりますので、引き続き関係地権者の皆様方に丁寧な説明を

行い、事業に対する御理解と御協力を得られるよう取り組んでまいります。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 全くこれ以上は町長は言われへんけど、来年度予算にね、町長、この用地買

収のお金ね、計上されること並びに事業費もそういう社会資本整備総合交付金

ということを初めて今回、来年度予算にすると。今まで買われたのは町単で買

われてるというふうに認識してます。令和５年度からそういう形でもっていこ

うということを今おっしゃったというふうに認識しますので、それでよろしい

ですか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 補助メニューを活用しながらやっていきたいというふうに思っております。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 担当者並びにね、課長並びに部長、用地買収は大変御足労をかけますけど、

ひとつもよろしくお願いをこの場で申し上げます。そして、町長は来年度予算

に予算計上していただくことを大きく期待をしておりますので、よろしくお願

いします。この件についてはこれで結構でございます。  

○議  長  
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 事業部長。  

○事業部長  

 続いて、議員御質問の２項目め、安心、安全な生活道路の確保についてお答

えいたします。  

 １点目の、町道不適切管理による事故件数及び損害額、また自治会長、住民

からの苦情件数、人身被害件数についてですが、令和３年４月から今年１１月

末までの町道不適切管理による事故件数及び損害額は、令和３年度では３件で

５２万６，０５３円、４年度は２件で１１万９，９５３円となっております。

また、自治会長や住民からの苦情件数及び人身被害件数についてです。苦情件

数については様々な苦情がございますので、総数については把握しておりませ

んが、要望事項として把握しているのは、令和３年度１０件、令和４年度１０

件、人身被害件数はゼロ件です。  

 ２点目の現状の町道管理評価に対する解決策ですが、本来、道路の適切な維

持管理や保全は道路管理者の責務として考えます。結果的に管理上の瑕疵によ

る事故が発生していることを真摯に受け止め、今後このような事故が発生しな

いよう道路管理者として取り組んでまいりたいと考えております。  

 ３点目の各自治会要望に対しての積み残し件数と概算総額です。過去３年、

令和元年から令和３年の積み残し件数は３件で、概算金額は約４５０万円です。

今年度は要望件数１０件で、概算金額は約２，０９０万円です。ただ、このう

ち１０件中６件は実施済みで、未対応が４件で、概算金額は１，９００万円と

なっております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 １点目、２点目についてはどのぐらいあるんやと報告を受けただけでござい

まして、そこで人身事故がゼロという御答弁いただいてよかったなというふう

に安堵しております。  

 次、３点目についてでございます。３点目についてはね、今年度の予算要望

に対して１９０万円ほど、２００万円まで使うただけやというふうな、これは

これで一定で使っていただいたのは結構でございます。根本的な話をしますん

で、ひとつ町長、よう聞いといてくださいや。道路行政において、令和４年度

の４月現在、生駒郡内の認定路線を比較をいたしました。平群町道総延長は２

７万６，６８２メートルに対して、三郷町はそれの４２％が町道、斑鳩町は５

２％、安堵町は２７％の延長であります。それにつけ平群町の１メートル当た
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りの維持管理に比べ、各郡内の予算は、三郷町では１メートル、平群町の予算

の２．７倍、斑鳩町が１．３倍、安堵町は２．２倍、町長、この近隣のね、状

況差をどのように思っておられるのかということを聞きたいんですけども、町

長の公約ではね、安心安全な道路整備の推進や橋梁河川の予防保全対策に努め

ますと、この間の町長選の御公約でございます。町長はどのように近隣との状

況差、予算上の状況差をどのように思っておられますか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、馬本議員の御質問にお答えさせてもらいます。  

 本町は、近隣町に比べ行政面積も広く、道路の認定も多くて山間部などの非

常に狭隘な道路まで数多く認定をしておるところでございます。道路のインフ

ラにつきましては、住民の皆様が生活を行う上で非常に重要であると認識をし

ております。道路予算の確保について努めてまいりたいと思います。  

 また、自治会要望につきましても積み残し等があることから、当然その必要

性や費用対効果などを検証し、必要な限り自治会の要望にお応えしていきたい

というふうに考えております。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 町長が今おっしゃったのは、平群町の近隣から比べ行政面積が斑鳩、安堵、

三郷よりも大きいですよと。僕はそれはみんな分かってるわけです。僕が言い

たかったのは、町道１メートル当たり、平群町の予算から比べて、三郷町は２．

７倍、維持管理の予算計上をされてますよと。斑鳩町は１．３倍ですよと。安

堵町は２．２倍、これは令和４年度、維持管理費の本町に対する予算計上額で

すよ。というのは、町道認定する以上は安心安全な町道でなくてはならない、

これは町の責務でございますんでね。今後、事故が１件もないようにするのは

基本でございますのでね、町長、より一層、真摯に受け止めるとおっしゃって

んけども、この件についてはね、これも令和５年度予算については、予算計上

を期待しておりますんで、ひとつよろしくお願いを申し上げます。１メートル

当たりの維持管理の金額だけ、その郡内の倍率は確認してくださいね。よろし

くお願いをいたします。この件はこれで結構でございます。  

○議  長  

 総務部長。  
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○総務部長  

 それでは、馬本議員の３項目めのデマンドタクシーについての御質問にお答

えいたします。  

 まず、１点目の登録者数累計と予約者数累計について、令和４年１１月３０

日現在、登録者数累計は１，３２１名で、予約者数累計は７，１１０名となっ

ており、登録者数累計の内訳としまして、前期高齢者数は１７８名、１３％で、

後期高齢者数は１，１４３名、８７％となっております。  

 次に、２点目の利用者へのアンケート調査の結果、また要望に対する対策に

ついてでございます。  

 アンケート調査は８月１日から９月３０日の２か月間を調査期間として、デ

マンドタクシーの利用者とかしのき荘に備置きで実施をいたしました。調査結

果については、先日お配りしましたアンケート調査集計表のとおりでございま

すが、回答件数については５２名、男性が１１名、女性が４１名となっており、

利用満足度におきましては５２名中、満足が２３名、ほぼ満足が１９名と、合

わせまして約８１％と高い満足度が得られております。また、要望に対する対

策でございますが、御意見、御要望欄に記載していただいた内容としまして、

町外の総合病院、近大奈良病院や西和医療センターへの運行要望や利用時間帯

の延長などが多く寄せられておりました。これらの要望については、実証運行

開始前から多くの住民からの声として把握をしており、要望に対する対策につ

いては、地域公共交通会議での理解と合意が必要となりますので、今後、本格

運行に向け、関係機関との協議を含め取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の利用対象者の条件を撤廃して、平群町内在住の６５歳以上の

方全てが利用できるようにすべきについての御質問にお答えいたします。  

 デマンドタクシーの実証運行につきましては、導入時から対象者の範囲も含

め、地域公共交通会議にて議論を頂き、合意を得た上で実施をしております。

今後におきましても地域公共交通会議に諮り、最終的には合意を得る必要があ

りますので、６５歳以上の全ての方が利用できるよう関係機関と協議を進めな

がら取り組んでまいりたいと考えています。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 １点目についてはいつものとおりでございますので、御報告ということで。  

 ２点目についてはアンケート調査をしていただいて御苦労さんでございまし

て、まず御礼を申し上げます。そして、利用者の満足度は８１％という高い満
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足度が得られたということについても、非常に喜んでおります。今度は町外の

病院の運行や時間帯の延長など、それについては地域公共交通会議で一定の御

理解、合意が必要ということであります。この件についてはこれで結構でござ

います。  

 ３点目については、地域公共交通会議に諮り、最終的には合意を得る必要が

ありますので、関係機関と協議を進めてまいりますというお話でございました

けど、果たして町長、そうですかな。というのは、先ほど、僕もこれを調べて

あんねけど、後期高齢者登録者は全体１，３２０人のうち８７％になってるわ

けやけど、高齢者全体で７，１４３人のうち後期高齢者４，１５３人おいでに

なるわけ。その中で後期高齢者のデマンドタクシーの登録者は７５歳以上の方

がたったの１，１４３人、２８％に過ぎません。このような状態をまずな、総

務部長としてどのように思っておられますか。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、ただいまの御質問にお答えいたします。  

 高齢者の中には移動手段に不便さを感じない方もおられます。逆に施設等で

利用されて、利用したくても利用されない高齢者も中にはおられると認識をし

ております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 そこで現在、対象者であります７，１４３人の高齢者全体のうち、デマンド

タクシーを利用できる高齢者は何人ぐらいおいでになると思いますか、総務部

長。７，１４３人おいでになる中でね、高齢者ですよ、６５歳以上の。何人ぐ

らいの方がデマンドタクシーを利用できるんかなというふうに思っておられま

すか、どうですか。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 ただいまのデマンドタクシーを利用できる高齢者の数ということで、ざっく

りになりますけども、フレイルの方を含めますと、全体で約４，５００人程度

が該当するのかなと考えています。  

 以上でございます。  
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○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 町長ね、これ、最初３番目に言うたように、こういう条件は撤廃すべきとい

うのが僕の個人的な、まず提案でございました。それには大体４，５００人か

ら５，０００人ぐらいデマンドタクシーを利用できる方がおいでになるなとい

う、私もそのように思います。そこで今回の町長選の公約において、高齢者や

障がいがある方も生き生きと暮らせる平群の町にしたいと、町長は公約されま

した。町長の公約の本意は、こういうことで理解してよろしいんですか。ここ

で聞いてくださいや、高齢者や障がいのある方も生き生きと暮らせるまちづく

りの平群にしたい。何でこれを聞いたかって、町長の公約の中にデマンドタク

シーの写真が貼っておりましたんで、その点どうですか、町長。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、馬本議員の質問にお答えさせてもらいます。議員御指摘のとおり、

今回の公約で高齢者や障がいのある方も生き生きと暮らせるまちづくりを掲げ

ております。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 私はそうじゃないと思う、町長。私はね、障がいのある方もというものを削

除すべき。私は高齢者が生き生きと暮らせる平群の町にしたい。障がい者は撤

廃すべきというふうに思いました、この公約を見て。というのは、約７，１０

０人の高齢者全員に介護保険料を負担していただいておるわけでございます。

にもかかわらず、利用対象者に町が条件を設けること自身が公平性に欠けるの

ではありませんか。私は今回の提案については、地域公共交通会議の議論に該

当しないと思います。介護保険制度は相互扶助、共助を基本としております。

町長、どうですか。全体の皆さんに６５歳以上の７，０００人余りの方に介護

保険料を徴収されておるわけでございまして、皆さんが乗る権利を持ってる。

運転免許証を持ってはる人も、一遍デマンドタクシーに乗りたいなというたら

登録は何ぼでもできるわけや。というのはね、町長、介護保険料というのは相

互扶助の精神やから、僕ももう７３でございますので、来年７４になりますが、

介護保険料を毎年お支払いさせていただいております。介護保険を利用されて
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る方の一つの財源ちゃいますか。相互扶助の精神じゃありませんか。となれば

ね、地域公共交通会議にこの条件を付すこと自身がおかしいというふうに私は

認識しますが、その点はどのように思っておられますか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 それでは、馬本委員の質問にお答えさせてもらいます。今回のデマンドタク

シーにつきましては、介護保険事業という形で介護保険料を使っての事業であ

ります。介護保険料を負担していただいてる方については、公平性の観点から

全ての高齢者が利用できるように行ってまいりたいというふうに考えておりま

す。  

 以上です。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 町長、ここは議会ですさかいね、再度確認します。今、町長はこうおっしゃ

ったな。公平性の観点から全ての高齢者に利用するべきやとおっしゃっていた

だいたということは、その一つの条件を撤廃し、例えばですよ、令和５年度か

ら６５歳以上の方に条件なしに、お電話を頂いたら利用券を送るというふうな

政策にしていただくということで理解してよろしいですか。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 今後、見直しの検討も行ってまいりたいというふうに考えております。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 いやいや見直しをしていただくのはそれで結構やねん。見直しするのはそれ

で結構なんで、執行ですよ。途中で来年１月からしたらどうですかと、僕はそ

ういうことを言うてない。要するに周知期間もいろいろございますので、町長

の政策として皆さんは喜ばはると思いますよ。というのはね、お年寄りでね、

いろんなこんな条件は私は分からへんねんって言われるお年寄りはようけいて

はりますよ。フレイルかなんかそれは何ですかとか、よう考えたらそうでしょ

う。自分らが保険料を払うてはんねや。その中の一部でこれを運営してるわけ

や。ということは、皆さんが権利があんねや。というのは、国民健康保険へ入
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ってる加入者は、国保によって病院で疾病の予防とかいろんな治療を受ける権

利があるのと一緒でしょう。ということで、町長、ある程度は言うていただい

たっていうことは私は非常に評価してますよ。これでこそ高齢者にとってはね、

生きがいのあるまちづくり、移動手段にとっては最高なる平群町になったんち

ゃうかなというふうに思いますので。公共交通会議にこの事案については該当

しないということも理解をしていただきましたので、早急に来年度から、ひと

つ対応のほどをよろしくお願いいたします。この質問についてはこれで結構で

す。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 続いて、馬本議員御質問の４項目め、地域住民の生活環境を守れについてお

答えします。  

 １点目の令和３年１２月議会と、令和４年６月議会で答弁させていただいた

不適正管理空き家２６件の対応と推移ですが、指導通知を再度送付しており、

直近における再調査、令和４年１２月７日現在ですが、その結果、２件は改善

されており、残り２４件については不適正な管理状態にあります。  

 ２点目の各自治会や住民からの苦情件数並びに対応ですが、今年度では１１

月末現在で、延べ４９件の苦情や相談を頂いており、所有者を確認の上、適正

に管理するよう指導通知を送付しております。  

 ３点目の山間地域の調査についての御質問ですが、鳴川、櫟原、福貴畑、久

安寺、信貴畑、信貴山、椹原、越木塚、白石畑の９自治会については、既に調

査を終えております。自治会別で申し上げます。鳴川では、全体１６戸のうち

不適正管理物件１戸を確認し、指導通知を出した結果、全て改善されておりま

す。櫟原では、全体９０戸のうち不適正管理物件１戸を確認し、指導通知の結

果、改善されていません。福貴畑では、全体９４戸のうち不適正管理物件１戸

を確認し、指導通知を出した結果、全て改善されています。久安寺では、全体

５９戸が全て適正に管理されています。信貴畑では、全体６５戸が全て適正に

管理されています。信貴山でも全体２０戸が全て適正に管理されています。椹

原では、全体３５戸のうち不適正管理物件１戸を確認し、指導通知を出しまし

たが、改善されていません。越木塚では、全体６８戸のうち不適正管理物件３

戸を確認し、指導通知を出した結果、全て改善されています。白石畑では、全

体６戸で全て適正に管理されています。また、山間地域の９自治会以外の残り

１８自治会、上庄、上庄台、梨本、御陵苑、吉新、三里、福貴団地、西宮、菊

美台、月見台、フローラル西向、椣原、西向、平等寺、下垣内、福貴、若井、
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椿井でも調査を終えており、調査件数が全体３，８１１戸のうち不適正管理物

件が１７戸で、指導通知の結果、改善されたのが７戸、残り１０戸は改善され

ていない状況にあります。まとめますと、山間地域の９自治会と、先ほど申し

ました残り１８自治会、合わせて調査件数が全体４，２６４戸のうち不適正管

理物件が２４戸で、指導通知の結果、改善されたのが１２戸、残り１２戸は改

善されていない状況にあります。  

 ４点目の特定空家に至るまでのマニュアルを早急に作成すべきについてです

が、令和４年１２月に平群町管理不全空き家等対応マニュアルを策定したとこ

ろであり、内容として管理不全状態にある空き家を把握してから、特定空家に

至るまでの措置、その事務処理手順をまとめております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 １点目は、２６件ありましたよと、不適正管理がね。それが２件改善され、

２４件、今現在そのままの状況でありますよと。  

 ２点目については、現在まで苦情は今年度になってから今までに４９件の苦

情もあり、それで相談とかいろいろありましたよということの御報告を頂いた。 

 ３番目については、２７自治会全体で４，２６４戸ですか。そのうち１２戸

が改善されていないということでありますので、先ほどの最初の２４戸と新た

に山間地域並びに９大字を調査していただいた１２戸、合わせて３６戸が改善

されていないということで、認識してよろしいのか。それと、その辺に対する

今後の対応はどのようにお考えでございますかということをお聞きします。  

 それについてお聞きしたいということと、４点目のマニュアル、これについ

ては、窪議員のほうからもいろいろありましたけども、特定空家に至るまでの

マニュアルを作りなさいということで質問したわけやけど、この１２月にマニ

ュアルを作っていただいたということで、一定の評価をします。これは評価し

ます。そこの中で、これがまず３６件に該当するわけやね、このマニュアルは

ね。今後もまたそれについていろいろ対応していただけるもんと思うんやけど、

最初、先ほど言いました３６の不適正の家屋がある、それについての今後の対

応はどのようにされようと思っておられますか。  

○議  長  

 事業部長。  

○事業部長  

 町内全域の調査の結果、今改善されてないのが３６戸ということで申し上げ
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ました。これの対応ですけども、引き続き所有者等の管理者に対して適正な管

理をするよう、また現状写真を添付して行政指導の通知をしていきたい。また、

できる限り適正管理を促せるように、遠方からでも剪定、除草作業の依頼がで

きるシルバー人材センターのチラシや、ふるさと納税の返礼品として選択でき

るシルバー人材センターによる空き家見守り制度のチラシも同封するなどの工

夫も行っていきたいと考えております。加えて空き家バンクの制度も周知を行

う中で、空き家の利活用に対して啓発も行っていきたいと考えておりますし、

先ほども答弁しましたけども、住所地によっては訪問指導も検討していきたい

と、そのように考えております。  

○議  長  

 馬本議員。  

○１２番  

 今回はね、空き家についての特定空家に至るまでのマニュアルは作りました

よと、あえて僕は質問せえへんかってん。中身はどんなんですかと本当はした

い。けれども、この１２月にね、できただけやということをおっしゃるんやか

ら、この執行はどのように執行していかれるのか、３６件に対してまずはやっ

ていかなあかんわな。一番目に大事なのはこれからですよ、これを大事にして

くださいや。これからが空き家に対する対応策ですよ。不適正管理されている

空き家３６件に対して適正に管理をしていただくのが、これからが始まりなん

ですよ。条例までのマニュアルを作っていただいたんやからな。それはどれだ

けの効果があるか、どれだけの執行をしていただくか、どれだけの努力をして

いただくかということも、私は今後も見ていきたいと思いますので、ひとつそ

れについては始まりますよということだけ認識してくださいね。終わりとちゃ

うんですよ、マニュアルを作って。  

 今後は特定空家に至るまでのマニュアルを速やかに実行していただき、空き

家等の防犯、防災、衛生、景観など、町民の生活環境を保全し、魅力あるまち

づくりに寄与されることを心から切望しております。今後も皆さんの御努力を

大きく期待をしておりますので、住民について平群に住んでよかったなと言っ

ていただけるようなまちづくりを執行していただきますようにお願いを申し上

げます。  

 私の一般質問はこれをもって終わります。以上であります。ありがとうござ

いました。  

○議  長  

 それでは、馬本議員の一般質問をこれで終わります。  

 午後１時２０分まで休憩をします。  
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（ブー）  

休    憩  （午前１１時４７分）  

 

再    開  （午後  １時２０分）  

 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号９番、議席番号８番、森田議員の質問を許可いたします。森田議員。 

○８  番  

 ただいま議長の許可を頂きましたので、通告どおり、大きく２点質問します。

よろしくお願いいたします。質問に入る前に、町長、このたびの町長選挙は御

当選、本当におめでとうございます。これから４年間、平群町の発展、そして

平群町住民のために４年間しっかりかじ取りをお願いします。また、批判票に

も耳や目を傾けていただき、説明責任と情報発信に努めていただきたいもので

す。まずは、住民の理解と協力を得て、財政再建、財政健全化であります。お

金がなければ何もできません。早く県下ワーストワンから抜け出すことではな

いでしょうか。そのことを申し上げて質問に入ります。  

 大きな１点目は、櫟原のメガソーラー建設についてであります。  

 このたびの町長選挙の争点の一つに櫟原のメガソーラー建設がなっていたこ

とは残念で、私には不思議に思えてなりません。住民の一部の方は、町がメガ

ソーラー建設を取りやめることができると思ってることであります。町長が変

わればメガソーラー建設が中止できると思っていることです。法治国家の日本

で、法律や技術要件を満たしてると、許可権者の奈良県は許可を下ろさなけれ

ばならないわけです。そうしないと、許可権者の奈良県は申請者から訴えられ

ることになるわけです。誰が町長になっても工事を中止できないことは、明白

だと私は思います。一番私が危惧していることは、今になってメガソーラー建

設は駄目だ駄目だ、反対反対と言って工事が中止になったり撤退になれば、は

げ山のまま残ることが一番困る、それが住民ではないかと思います。１点目は

そのことを申し上げて、質問を具体的にさせていただきます。  

 １点目は、変更申請の進捗状況であります。  

 事業主の協栄ソーラーステーションは、９月に県に変更許可申請を提出した

と聞いておりますが、審査の進捗状況はいかになっているのでしょうか。お答

えできる範囲でよろしくお願いいたします。  
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 ２点目は、許可権者の確認のことですが、私は奈良県と認識しておりますが、

間違いないでしょうか。また、当案件関連で、町の許可が必要なものがあるの

でしょうか。もしあるのであれば、それは何でしょうか。  

 ３点目は、当初の許可の問題点についてです。  

 ①当初の許可でどんな問題、間違いといいますか、ミスがあったのでしょう

か。②問題があった設計者は誰でしょうか。通常、事業主は設計や申請をコン

サル会社、建設会社に委託するわけで、メガソーラーに反対をしている会や共

産党等は事業主の協栄ソーラーステーションは虚偽設計していると、けしから

んと機関紙やビラなどで攻撃しているわけでありますが、私には見当違いに映

ります。一般的には、事業主は土地開発等の法律や技術的なことが全く分から

ないわけで、問題は事業主の協栄ソーラーステーションではなく、間違いを全

く分からないわけですから、それをミスをしたコンサル会社や建設会社ではな

いかと私は思います。我々が家を建てる場合でも、同じように専門家に委託す

るわけですよね。  

 ４点目は、熱海土石流被害と同様の被害想定についてであります。  

 昨年７月３日、熱海市で土石流による甚大な被害が発生しました。熱海の場

合は、建設残土による不法盛土だったわけでありますが、ビラや機関紙によっ

てですね、メガソーラー建設と同一視しているように私は思います。私は法律

に基づき許認可を得てきっちり工事すれば、甚大な被害が出ないように思うわ

けです。宅地規制法の旧法で、調整池を設置していない若葉台、椿台、緑ケ丘

などは、きっちり工事をしているもので、今まで土砂災害や被害が出てないよ

うに私は思います。そこで県許可や町の盛土条例に基づき、実施した案件で被

害が確認されているものがありますでしょうか。また、町のハザードマップに

よりますと、椿台北側は土砂災害警戒区域といいますか、イエローゾーンに指

定されており、土石流区域になっています。どこから土石流の被害を想定して

いるのでしょうか。  

 ５点目は、はげ山のまま残る可能性についてであります。  

 事業主が事業を中断したり撤退すると、現状のまま、はげ山のまま残ってし

まうことが十分考えられるわけです。その場合、町はどのような対応、対策を

考えておられるんでしょうか。  

 ６点目は売電価格についてであります。  

 売電価格は、再生可能エネルギー固定価格買取制度、ＦＩＴで、太陽光、風

力、地熱、水力などの再生可能エネルギーで発電した電力を電力会社が一定価

格で一定期間買い取ることを国が約束する制度と聞いておりますが、当事業の

場合、幾らで設定されていますでしょうか。  
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 大きな２点目、国保税の滞納であります。  

 国保税は、国、県からの補助金と加入者の保険税で運営されております。令

和３年度の滞納は３，９３５万円で、１０年前の平成２４年の滞納は６，７８

６万円からすると２，８５１万円減少しています。また、不納欠損も令和３年

の６５万円、平成２４年は４８５万円と１０年間で４２０万円減少しています。

この減少は職員の努力によるものと理解しておりますが、税の公平性の観点、

住民感情からすると、滞納・不納欠損は理解し難いものがあるのではないでし

ょうか。９月議会で、私は税・使用料の滞納全般に質問していましたが、今回

は国保税に絞って５点質問します。  

 １点目は、滞納の主な理由、原因はどのようにして発生しているのでしょう

か。  

 ２点目は、不納欠損の処理基準はどのような基準で処理しているのでしょう

か。不納欠損しているということは、他の加入者がその分の国保税を負担して

るわけですから、加入者が納得する基準になっているのでしょうか。  

 ３点目は、滞納による保険証の交付のことについてであります。一定の条件

下に交付しているわけですが、保険証がなければ医療を全額個人負担となり、

本当に困ったことになるわけです。命に関わる問題ではないかと思うのです。  

 ４点目は、県下統一後の滞納・不納欠損の取扱いです。方向性が決まってい

るのですか、まだ決まっていないのですか。  

 ５点目は、滞納の翌年度、滞納繰越しの差異といいますか、下の表にお示し

をしておりますとおり、令和元年度の滞納が４，４５２万７，０００円、令和

２年度の滞納繰越しは４，３６２万９，０００円で、不思議なことに８９万８，

０００円の差が出ております。また、令和２年度の滞納は４，１４４万６，０

００円、令和３年度の滞納繰越しは４，０６０万円と、これも８４万６，００

０円の差が出ております。前年度の滞納が現年滞納繰越額と同等にならないの

は、どのようなことになっておるんでしょうか。一般会計でも同様な問題が発

生しております。水道、上下水道の企業会計では、前年度の滞納と現年度の滞

納繰越額は同額になっております。税だけが、このように差が出ているのでし

ょうか。あわせて、９月の決算委員会において、住宅新築資金貸付金の不納欠

損で、県の条件を満たすと４分の３の補助が受けられると答弁がありましたが、

その条件とはどんなものでしょうか。また、県から町が受け取った補助額の累

計は幾らになるのでしょうか。  

 以上、質問は２点です。町長をはじめ、皆さんには冷静で丁寧な議論、ディ

ベートをお願いします。よろしくお願いいたします。  

○議  長  
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 事業部長。  

○事業部長  

 それでは、森田議員御質問の櫟原のメガソーラー建設についてお答えいたし

ます。  

 まず、１点目の林地開発許可変更申請の進捗状況ですが、事業者から奈良県

に対し、本年９月１日付で申請書が提出されております。それ以降、奈良県と

事業者の間で協議、検討されてきたようですが、奈良県からは平群町に意見照

会が来ております。また、来週中には奈良県森林審議会において審査される予

定と聞いております。  

 次に、２点目の許認可権者は誰かとの御質問ですが、許認可権者は奈良県知

事となっておりますので、開発申請については奈良県によって審査され、開発

事業の可否について判断されることになります。平群町においては、既に里道・

町道の払下げや水路の形状変更などの許可を出しております。また、高圧線の

町道占用についても認めているところです。  

 ３点目の当初許可の問題点は何かと、その設計者についての質問ですが、事

業地の下流水路について、事業地から流出する雨水の流下能力を計算するため

の現状の水路勾配について測量する地点の間隔を長く取り過ぎており、その区

間の平均勾配から流下能力を算出しておりましたが、急勾配であるとの前提に

おいて水路の流速が異常に速くなっており、結果として現況の水路の流下能力

に問題がないとの計算になっておりましたが、実際には測量地点の間隔の中に

勾配が緩い箇所もあり、計算上の流速では流れないことが明らかになったわけ

です。なお、設計については村本建設株式会社でありました。  

 次、４点目の平群町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例、これ

は面積５００平米以上、盛土高１メートル以上、切土高２メートル以上ですが、

それに基づき実施した案件で被害が確認されているのかとの質問ですが、平成

９年４月１日より施行されておりますので、許可事業は相当数に上りますが、

近年でいいますと、令和元年度以降に町の条例に基づき盛土事業を許可した案

件が９件あり、その中で１件が町道への土砂流出及び隣接の第三者の土地への

土砂流出により紛争が生じたものがありました。なお、これまでに奈良県から

林地開発許可を受けた大規模事業は３件、名倉興産、森髙建設、スズキ建設で

ございますが、現在まで土砂の流出などの事故は起きておりません。椿台の北

側にかかりますイエローゾーンの土石流区域については、椿台３丁目の椿台１

号公園の西に隣接している山腹の崩壊を想定しているものであります。  

 ５点目の質問です。林地開発事業が中断、撤退した場合に樹木を伐採された

現状のまま残ることに対する町の考え方ですが、仮定のことなので詳細にわた
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りお答えすることはできませんが、奈良県と連携して、事業者に対して防災面

で必要な指導はすることになると考えております。  

 ６点目の売電価格の設定はとの御質問ですが、以前にもお答えしたと思いま

すが、当該事業については、固定価格買取制度、ＦＩＴにおいて、４０円パー

キロワットアワーと聞いております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ありがとうございます。私は２年前に議長をさせていただいておりましてで

すね、非常にメガソーラーの建設について町内を二分する賛否両論の議論があ

りましてですね、私はそれを一番危惧しておりまして、町内在住の弁護士にで

すね、うまく収まる方法はないんでしょうかと電話で確認しましたところです

ね、そんなん県許可ですから、町は全然関係ないですよと一喝されました。ま

た、遠縁に弁護士がおりますもので、その者にも相談しましたが、同じような

回答でありました。その後、メガソーラーの建設に反対に熱心に取り組んでい

る方と２０２０年１１月１２日、議長室でいろいろ土地の所有者の権利、許認

可権者、区域内の荒廃、区域内の道路廃止、電磁波など多岐にわたって二、三

時間お話ししました。そのとき既に許可が下りておりましたので、私のほうか

らその方に法律で許可を取ってるんだから、安全性、緑地を増やすとかですね、

そういう要望事項を求めてはどうかというお話をさせていただきましたが、た

だただその方はメガソーラー反対反対、その一点張りでございました。非常に

残念な結果になりましたが、そのことを申し上げて順次再質問させていただき

ます。  

 １点目の変更申請は、近々、森林審査会にかかるということは一般的に言う

てですね、許可の方向性で進んでいるというふうに理解していいんでしょうか

ね。  

 ２点目の許可権者は奈良県ですね、これは分かりました。町関連でもいろい

ろ許認可のことについては、もう手続が終わってるというふうに理解していい

んでしょうかね、これは。  

 ３点目のですね、当初の許可の問題点、設計者のことですが、先ほど事業部

長から説明がありましたように、下流域の雨量の能力の計算で勾配などに違い

があったと。明日の全協で詳しく御説明いただけると思うんですけども、当初

の設計と今回の設計で、主な変わったものは何でしょうか。また、仮設の調整

池と本設の調整池の設計条件が違うのでしょうか。今回の共産党や反対するビ
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ラで偽装だと言われてるんですけども、それを見逃した県は非常に責任が重い、

それにも増してですね、この設計をした村本建設が責任を問われるわけであり

ます。私は本当に偽装だとすれば、最近、新聞紙上をにぎわせておりますメー

カーのデータ偽装と同一視するぐらい大きな問題ではないかと思います。村本

建設の経営責任が問われるような問題だと私は思います。それと、当初の設計

は、村本建設、一級建築士事務所、     となっておりましたが、今回の全

協の資料を見ますと、村本建設、     さんとなっております。この方はど

のような資格で今回の設計に当たられたんでしょうか。先ほど申しました○○

さんは、私は大阪の会合で御一緒しておりますので、よく存じ上げております。

この方は建築の設計に携わっておりましたので、なぜ今回の当初の土木の設計

に関わったのか、私は不思議でなりませんでした。それとですね、これで思い

出すのはですね、偽装設計で２００５年で耐震偽装というのが、姉歯事件とい

うのが思い出されるわけですけども、事業主から委託を受けた設計者、下請を

した構造事務所が罰せられました。ただし、事業主はおとがめがなかったよう

に私は記憶しております。  

 ４点目はですね、熱海の土石流被害と同等の被害想定のことですが、令和元

年以降、県許可が３件あったということですね。被害が出てない。そうすると、

この３件はですね、今回のメガソーラー建設と同じ条件で設計されてるんでし

ょうか。それと、町許可の９件のうち１件が町道へのとか隣接地への土砂流出

があったということですが、もう少し詳しくお聞かせください。椿台の北側の

イエローゾーンについては分かりました。これは結構です。  

 ５点目は、はげ山のまま残る可能性です。仮定の範囲であるということで、

県と連携して協栄に対して防災面で必要な指導をするということです。実効性

は疑問視するということです。私も同じような思いです。中断、撤退すると、

一般的に言うて事業にお金をかけないと思うんですよね。そうすると、現状の

まま、はげ山のまま、保水能力がないという問題が出てくるわけですね。そう

すると、逆に言えばですね、はげ山で残った場合ですね、土砂災害の危険性が

高まるわけです。私はこれを一番心配しております。私は仮定の話ですけど、

事業者が撤退するとなれば、この土地を基本的に投下資金を回収するために売

却すると思うんですよね。そうなれば一番困るのは、この土地が誰に売られる

かということになろうかと思いますので、その辺は非常に危惧しております。  

 それと売電価格、４０円、これは分かりました。ありがとうございます。  

 それとですね、この制度を導入するに当たり、我々が使う一般の電気料に再

エネ賦課金、これは電気使用量に対し１キロワット３．５４円かかってるわけ

ですけれども、これは櫟原だけの問題じゃないというふうに思うんですね、間
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違いないでしょうか。一方、廃棄物費用についてはですね、ガイドラインで１

キロ当たり１円６２銭ですね、外部に積立てしなさいというガイドラインが出

てるように聞いております。この積立てはですね、損金処理するということで、

事業者としても非常にありがたい数字となっておりますが、その確認をさせて

ください。よろしくお願いします。  

○議  長  

 観光産業課参事。  

○観光産業課参事  

 まず、今回の業者から出ました開発の変更申請は、奈良県において許可をす

る方向で動いてるのかどうかと、こういう御質問だと思います。それは奈良県

のことですので、私のほうからお答えすることではありませんので、お答えで

きないと思います。ただ、平群町にも意見照会が来ておりますし、あるいは森

林審議会を開くということで調整中だというふうにお聞きしておりますので、

それから類推しますと前に向いて進むのであろうなというふうに思っておりま

す。  

 それから、メガソーラーに関わります町の手続が全て済んでるのかというこ

となんですが、先ほどもお答えしましたとおり、道路への占用許可については

これまでもお話をしましたように、全線にわたって占用許可を出しております。

ただし、具体的にですね、高圧電線を埋設するに当たっては、町道の掘削許可、

道路使用とかいう手続が必要になります。これについては、工事にかかる前に

町のほうに申請され、また警察のほうにも道路使用という形で申請されること

になります。  

 それと、この開発の許可申請の当初の申請と今回の変更申請で内容的にどう

いうところが変わったかということなんですが、これも御存じのとおり調整池

の数っていうのが３か所から４か所に変わっております。問題になりました下

流域の水路の流下能力の計算なんですが、答弁にもありましたように、水路の

現況を測量するに当たって幾つかのポイントを押さえて、そのポイントの水路

の勾配だとか断面だとかを測っておりましたが、当初のほうではポイントの取

り方が非常に粗く、ポイント間の延長が長く取られておりました。先ほど答弁

させてもらったような問題が発生したということですが、今回は当初に測って

ましたポイントのですね、前後数メートルにわたって再度測量をして、その中

心になるポイントの前後、何メートルかのポイントで一番断面の小さいところ、

一番水路勾配の緩やかなところなどを選定して、流下能力を計算してるという

ことです。かなり細かくポイントを取って測量したということが当初との違い

です。  
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 それと、今工事をしています仮設の防災調整池と本体工事の調整池の違いと

いうことですが、この基準はですね、現在やられてます仮設の調整池について

は、奈良県が出してます林地開発の手引に基づきまして、３０年確率降雨に耐

え得る容量の調整池を造っています。次に、本体工事の調整池、これは永久に

残るものなんですが、これについては大和川の治水対策の基準に基づきまして、

５０年確率降雨に耐え得る容量の調整池を造るということです。  

 それと、村本建設の設計者の資格ということについては存じ上げておりませ

んので、お答えはできません。恐らくそこの設計部門の何らかのポジションの

方だったんだろうなというふうに思っております。ですから、その方本人が、

例えば土木系の資格を持たれてるのか、建築系の資格を持たれてるのか、それ

はちょっと分かりませんが、恐らく設計部局の中におられる方ですから、その

人の資格だけじゃなくて、当然設計には何人かの人が携わってますので、そこ

ら辺で専門的な資格を持たれてる方もおられたんじゃないかなというふうに推

測します。  

 それと、奈良県による林地開発許可を既に受けて事業化されている３件の開

発事業ですが、当然、林地開発の許可を奈良県から取られてますので、基本的

には同じ基準で認められたものかなというふうに思います。  

 それと、町の盛土の条例に基づいて施行されたとこで１件、土砂の流出があ

ったということでお答えしてますが、これについてはですね、その事業地に降

った雨の流出先ということで、隣接の山林だとかに流出させると。下流域の水

路に接続するというようなことだったんですが、下流域の水路の接続ができな

い部分、やってない部分があったりしまして、一部山腹が雨で崩れたときに隣

接の農地にも土砂が流出したというようなことです。原因というのは難しいん

ですが、降雨によって土砂が流出したということです。  

 それと、この開発が仮に中止になって伐採されたままであると危険だという

御指摘ですが、もちろんそれについてはそのとおりだと思います。自然林に戻

るまでの間、土砂の流出の危険というのは当然あると思います。  

 また、奈良県と町においてそういった際にですね、事業者には防災上の指導

をするけども、それがきちっと担保されるのかということですが、それについ

ても仮定の話なので、今お答えすることはできないかなと思います。  

 それと、再エネ負担金に関しては、これも国の制度上のものですので、何か

個々の開発に向けて賦課されるという目的のものではありませんので、再エネ

事業全体に関してのことだというふうに思っております。  

 以上、お答えさせてもらったと思いますが、もし漏れ落ちがありましたら御

指摘ください。  
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 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ありがとうございます。非常に町内でいろいろ意見が私のほうにも寄せられ

ております。非常に困ったことじゃないかなと思うんですね。こういう事業で

すので、多くの方の賛同を頂いてやっていただくのが本筋じゃないかというふ

うに思うんですけども、それでちょっとお尋ねしたいと思います。先ほどの村

本建設の設計者についてですね、明日は全協があるというふうに聞いておりま

すので、そのときまでに分かればお教えいただきたいなというふうに思います。 

 それとですね、はげ山で残る、はげ山という表現はよくないと思うんですけ

ども、これは一番私が危惧してるんですよね。このまま残れば、本当に住民も

町も困ると思うんですよね。あってはならないことですけど、世の中そんなこ

とがよく起こるわけですから、ぜひともですね、これは国と県と協議してです

ね、やっていただきたいなというふうに思います。  

 今回の設計ですね、本当に今回は村本建設が実際設計されてるんだと思うん

ですよね。これが本当に間違った設計であればですね、村本建設は社会的な責

めを受けると思うんですよね。こんなん事業者の問題じゃないと思うんです。

設計者の問題だというふうに思うんです。こんなことをやっておれば、社会的

な制裁を私は受けるものというふうに思っております。当然、県も二度と同じ

ような失敗をしないように、きっちりチェックしていただいてると思うんです

けれども、詳細については明日、御説明いただけるということで思っておりま

すので、それを期待したいというふうに思います。  

 先ほどですね、私もいろいろとうまく収まる方法がないんかなというふうに

ね、町内が二分することは私はよくないと思ってるんですよね、こういう事業

ですし。ただし、世の中がやはり原発より再エネがいいとかいうのは、通例の

一般的なことだというふうに思うんです。きっちりこの事業をですね、町とし

て収めていただきたいなというふうに思うんです。  

 もう一つはですね、先ほど盛土条例でちょっといろいろ被害が出たという、

もう少し詳しく、どこの案件で、もう少し具体的に答弁していただけませんで

しょうか。それをまずお願いしておきます。  

 それとですね、売電価格、再エネ賦課金とかですね、そういう外部の積立て

についてはそのとおりだというふうに思いますので、今の件だけもう一度ちょ

っとお話しいただけませんでしょうか。  

○議  長  
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 観光産業課参事。  

○観光産業課参事  

 まず、設計者の資格っていう話なんですが、この件に関しての様々な情報開

示請求があった際もですね、設計会社名は開示してますが、森田議員はお名前

まで言っていただいたんですが、基本的には個人名については隠して開示して

おります。また、個々の設計者の個人の資格について、やはり個人情報という

こともございますので、それについてはお答えしづらいということでございま

す。  

 それと、盛土条例で土砂の流出があったという件ですが、これについてはで

すね、前回の議会の中で他の議員から御質問を受けて、様々御指摘を頂いた件

でございますので、お分かりになると思いますので、本件に直接関係ない話で

もございますので、前回の議会での御質問と答弁についてまた御覧いただきた

いと思います。場所については、久安寺の盛土の現場でのことでございます。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 いろいろ個人情報とかいろいろお話しされてるんですけども、それは私は当

たるのかなというふうに思うんですよね、設計者の資格なんかは個人情報に当

たるかなというふうに疑問を感じます。  

 いろいろこのメガソーラーは非常に町内が割れております。本当に割れてお

ります。町長選挙でも、それが争点になってるというのは、私は非常に残念な

ことだというふうに思います。そんなことを言うても仕方ないわけですけども、

このメガソーラー建設はですね、これは県の許可案件です。県の判断によるわ

けですね。住民の認識不足、誤解によるものも多少はあるかも分かりませんが、

町長が言われているとおり、住民の生命財産を守るのは町の責任であります。

それと、その不安を解消していただくのは、やはり町長の責任だというふうに

思います。情報発信と町長の説明責任をきっちり果たしていただくことをお願

いしまして、この質問は結構です。  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 森田議員、大きく２点目の国保税の滞納について順次私のほうからお答えさ

せていただきます。  

 まず１点目、滞納の主な理由についてです。  
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 滞納の理由としましては、生活が厳しい、単なる納め忘れ、一時的に所得が

増えたことにより増税となったというような状況が考えられます。単なる納め

忘れの場合は、督促状等で納め忘れに気づき納付いただいてると思われますが、

その他の場合として相談に来られたときは生活状況を聞き取り、その聞き取り

内容によっては支払い回数を増やし納付していただいておるところでございま

す。  

 次に、２点目の不納欠損の基準でございます。  

 滞納者について調査を行い、居所不明の場合や生活保護対象である、また滞

滞納処分する財産もない場合、執行停止処分を行います。その後３年資力が回

復せず、その状態が継続されている場合、やむを得ず不納欠損処分を行ってお

ります。  

 続いて３点目、滞納による保険証の交付についてお答えをいたします。  

 滞納者への保険証の交付についてですが、８月に行われる保険証の一斉更新

時において国民健康保険税に滞納が２期分以上ある場合、保険証を郵送せず、

窓口で納付相談を行い発行することとしております。納付相談に応じることの

ない悪質な納税者は、結果的に保険証を受け取っていただけないこととなりま

す。納付相談等により分割納付を行っている者に対しては、期限を設けた保険

証、短期証の交付を行っています。通常の保険証の有効期限は１年ですが、短

期証は２年度分以下の滞納がある世帯については３か月、３年度分以上の滞納

がある世帯については１か月証の交付を行っています。ただ、高校生以下の子

どもについては、滞納世帯であっても６か月証を交付しております。  

 続いて、４点目の県下統一後の滞納の取扱いについてですが、平成３０年度

より国民健康保険税の運営が県単位化され、令和６年度より国民健康保険税の

税率が統一されます。県が国保財政を担うわけですが、業務については今まで

と変わりなく、課税通知の発行や収納業務等は市町村が担うということとなり

ます。  

 続きまして、５点目の滞納の翌年度繰越しの差異についてですけれども、出

納閉鎖により滞納額が確定し、翌年度へ繰り越します。当然、出納閉鎖翌日に

は、そのまま翌年度へ繰り越します。しかし、社会保険への加入などによる被

保険者の異動や確定申告などによる所得の変更に伴う課税額の減少により滞納

額が減額となる場合があります。このことから年度当初と年度末を比較した場

合、滞納の調定額が減少することになり、今回比較されている決算時点の比較

において差異が生じることとなります。  

 以上、私のほうからこちらの答弁といたします。  

○議  長  
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 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、私のほうからは５点目中の住宅新築資金等貸付金の不納欠損につ

いての御質問にお答えいたします。  

 まず、県補助金の適用条件についてでございます。一つ目は、資金利用によ

り入手した物件がないこと。二つ目に、債権者の返済能力が低く、ほかに財産

がないこと、もしくは債務者が死亡しており、返済できる相続人が存在しない

こと。三つ目に、保証人についても返済能力がないこと。これらの適用条件を

基本に個々の状況に応じて県と協議することとなっております。  

 次に、これまでに受けた県補助金の累計金額については３，２３４万７，０

００円となっております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 ありがとうございます。９月議会でですね、私が税と使用料の滞納について

問題提起したわけでございますが、早速ですね、定期的に会議を開いて対策を

検討していただいてるというふうにお聞きしました。本当にありがとうござい

ます。そのことを申し上げて、再質問させていただきます。  

 税の徴収、滞納の督促は誰がやってるんですか、具体的に。どこの部署がこ

れを担当してやってるんでしょうか。  

 それとまたですね、滞納者の保険証が、もう少し具体的にどのような方法で

行われてるんでしょう。保険証がなければ本当に困ることになりますので。  

 それとですね、もう一つ、住民税と国保税の滞納の名寄せはできてるんでし

ょうかね。同じ方かどうかということも含めて。  

 それとですね、先ほど言いましたように、県下統一のことはこれからきっち

り決めてやっていただけるということですので、それは期待しておきましょう。

ただ、本当にこれがですね、町負担になれば、町が面倒を見るということであ

れば、逆に赤字になることも考えられますので、そんなことも慎重に検討して

いただきたい、これはお願いしておきます。  

 それとですね、滞納の翌年度の繰越し、一般的に言ってですね、これは私は

考えられない。一般会計でも同じような問題が出ております。数字がですね、

決算の数字と翌年度の数字が違う、これは絶対おかしいと思うんですよね。こ

れについては、すぐ答弁できないと思いますので、一度ですね、税理士や自治

体会計に詳しい方に１回問い合わせていただきたい。この数字が変わるという
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のは、おかしいと思うんです。  

 それとですね、住宅新築資金の不納欠損の県補助金は分かりました。３，２

３４万円、県から補助を受けてる。その割にですね、滞納がまだまだ多いとい

うのも非常に困ったことだと思いますので、これは別の機会にさせていただき

ますが、先ほど申し上げた件、御答弁いただけませんか。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 滞納と督促はどこがしてるかという御質問でございます。ちょっと内部的な

調整のほうをしまして、令和３年４月から国民健康保険税と税務課のものにつ

いては税務課で一括して督促等の発送は行っております。あと、住民税と国保

税の滞納者の名寄せはできてるのかということでございます。ちょっとこの辺

のほうは個人情報の関係でなかなか弁護士とも相談させていただいてるんです

けど、一概に名寄せすることはできないということで言われてますので、また

今度対応策のほうを考えていきたいと思います。  

 以上でございます。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 保険証がないと困るのではないかという質問でございます。先ほども説明さ

せてもらったとおりなんですけれども、それに補足するとしましたらですね、

督促状等を未納となった場合は送付するようになります。督促状等の送付によ

って窓口へお越しになることもあります。その際に相談させていただいて対応

しております。また、あるいは１０割負担を一旦していただいて、その後、窓

口に来ていただくことになりますけれども、医療費については自己負担を除い

た分を給付させていただくことになります。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 今の課長の御答弁ですけども、保険証が発行されずに困った方は出てないん

でしょうね、それが１点。  

 もう１点は、名寄せができないという部長のお話でしたけども、本当にでき

ないんでしょうか、税ですから。税ですから私はできると思うんです。使用料

はいろいろ名寄せに問題があろうかと思うんですよね。その辺もう一度答弁い

ただけませんでしょうか。  
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○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 すみません、回答誤りでした。税同士のことは名寄せは可能です。税と私債

権を合わすことはできないということでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 健康保険課長。  

○健康保険課長  

 保険証がないからということで困ったということは聞いておりません。実際

にお医者さんに行きたいというときは、相談に来ていただいてると思っており

ます。  

 以上です。  

○議  長  

 森田議員。  

○８  番  

 国保税も住民税も同じように税でありますね。先ほどお話がありましたよう

に、きっちり保険証の発行は遺漏なくやっていただいてると、問題ないように

やっていただいてるということでありがたく感謝したいんですけど、逆な面で

は、やはり滞納を防ぐということも大事なことです。国保税ですので、税です

ので、国がちゃんと取決めをしておると思うんですよね。取決めがなければ困

るわけですけども、もう少し業務を職員が執行できるようなマニュアルがあっ

てもいいんじゃないかと私は思います。また、滞納繰越しについては、一般的

に考えてもおかしいと思いますので、先ほど申し上げましたように、専門家と

よく相談いただいて、決算書の表現を変えるとかいうことも一案だというふう

に思います。  

 そのことを申し上げて私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議  長  

 それでは、森田議員の一般質問をこれで終わります。  

 午後２時２５分まで休憩します。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時１２分）  

 

再    開  （午後  ２時２５分）  

 



 

－２４０－ 

○議  長  

 それでは、休憩前に引き続き再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 発言番号１０番、議席番号４番、井戸議員の質問を許可いたします。井戸議

員。  

○４  番  

 議席番号４番、井戸太郎でございます。今年最後の一般質問になりました。

それも１０番目ということで、一番最後になりました。一番クリスマスに近い

一般質問でございます。ぜひともクリスマスプレゼントを頂きますよう、いい

答弁をよろしくお願いいたします。では、議長の許可を得ましたので、通告に

基づきまして大きく２点、一般質問をしたいと思います。よろしくお願いいた

します。  

 一つ目、自治会への補助金アップを。  

 平群町としては、協働のまちづくりを提案し続けています。協働として一番

近い組織としては、自治会が上げられると思います。今この自治会への住民の

方々の加入について問題となっています。平群町へ引っ越しされる方は、大阪

府をはじめ、自治会が存在しない地域からの転入が多くあるわけですが、その

際、自治会加入の勧誘をし、自治会加入のメリットを説明します。しかしなが

ら、メリットは十分にありながらもデメリットも多いのです。デメリットの主

なものは、公園等の管理費の費用の負担、防犯灯の電気代の負担、役員の仕事、

広報の配布などです。自治会館を使用しない方にとっては、自治会館の管理費

も負担です。自治会に加入しなければ、これらは必要ありません。一方で、町

の補助金を見てみますと、基本は自治会補助金、自治会育成交付金、防犯灯補

助金の三つだけです。これでは実質単年度では赤字になります。公園の管理で

いうならば、ボランティアがいるとの町の思い込みと、実際はいない地域もあ

るという現実との乖離があるのではないか。自治会の存続に関わる問題である

ので、真剣に対策を講じ、まずは出費に見合った補助金を出すべきだと思うが、

いかがでしょうか。私はこのデメリットの中の三つのデメリットで、今までの

議会の中で広報の配布は平群町がすべきではないかと、あと窓口も含めてです

けれども、草刈りの件については要望してまいりました。しかし、今のところ、

実現には至っておりません。ちなみに３００世帯の自治会を参考にいたします

と、町の補助金は自治会運営補助金約１０万円、育成交付金約６万円、街灯補

助金８万円、計２４万円、これが収入になります。しかしながら、対して自治

会の支出は公園の草刈り約２０万円、公園水道代３万円、広報配布委託料約２
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０万円、街灯電気代約１６万円、支出計約５９万円です。自治会に入るか入ら

ないかだけで２４万円と５９万円の差、３５万円分を自治会に入っているとい

うことで支払うことになります。逆に言うと、自治会に入らなければ支払わな

くてもいいという税金のようなものになっております。ぜひとも補助金のほう

をよろしくお願いします。  

 大きく二つ目、デマンドタクシー、地味。  

 黒いセダン型の車に、小さなデマンドの文字のシール。今のデマンドタクシ

ーは、少し離れるとただのタクシーにしか見えません。平群町中を走行するの

だから、平群町の宣伝広告に使うべきです。積極的に工夫をし、広告すべきだ

と思うがいかがでしょうか。  

 大きく２点でございます。ぜひともよろしくお願い申し上げます。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、井戸議員の１項目めの自治会への補助金アップについての御質問

にお答えいたします。  

 自治会への加入の問題につきましては全国的な課題となっており、本町の自

治会加入率におきましても、少しずつではありますが、減少傾向となっており

ます。このような状況を踏まえ、平群町自治連合会より自治会活動及び加入方

法等について、昨年に引き続きまして１２月広報に掲載をしております。現在、

平群町では主なものとして、自治会の運営全般に対する助成、総代・自治会長

の行政執行・活動に対する助成、共用施設設置補助金、安全なまちづくり補助

金、集会所の設置補助金など、分野ごとに補助制度を実施しております。また、

令和２年度におきましては、コロナ臨時交付金を活用した頑張る自治会応援補

助事業を実施するなど、自治会活動の支援をしております。  

 議員御質問の出費に見合った補助金については、確かに自治会活動において

は様々な課題や住民のニーズも複雑化していることは認識しておりますが、限

られた財源状況も踏まえ、現在のところ難しい状況ではありますが、今後、近

隣自治体等の状況も参考にしながら、補助金の在り方について調査研究をして

まいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 町財政が厳しいというのは分かるんですけれども、自治会に入れば、この分
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の差額を払うっていうことで、不公平っていうことを感じておられるのでしょ

うか。その辺、お願いします。  

○議  長  

 政策推進課長。  

○政策推進課長  

 ただいまの御質問にお答えさせていただきます。  

 自治会活動におきましては、行政の行き届かない部分をですね、自治会の皆

様方がその部分を補完していただいて行っていただいていることにはすごく感

謝しております。そして現在、今回の補助金との自治会支出の差ということで

ございますけれども、確かに自治会へ加入すればその自治会費等が御負担にな

るっていうのは私たちも認識するところでございます。そちらのほうにつきま

しては、自治会の方々が総会とか皆様方で話し合ってお決めになってる部分も

あるのかなというふうに思いますけれども、ただ金銭的な部分だけでなく、や

はり地域とのコミュニケーションというのは、今すごく重要になってきてると。

そういった中で自治会に入られて、そしてまた災害とかあったときに、自助・

公助・共助の中での活動というのも重要になってきますんで、金銭的な差額と

いうことについては、自治会に入ればそういった部分もあるかなと思いますけ

れども、そういった部分だけではないのかなというふうには考えております。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 ちょっとね、私が言ってる質問と趣旨が違ってるんですけど、自治会自身が

悪いわけでもなく、自治会のメリットは十分私も把握してますけれども、自治

会に入る入らないでの金銭面での問題ですね。簡単に言えば、私の下にもよく

来るんです。そういうＬＩＮＥであったり、電話であったりが来るんですけど、

もう自治会をやめてやるっていうようなね、なぜ僕に来るかは分からないんで

すけども、自治会なんかやめてやるっていうような住民さんの声が来るんです。

僕はどちらかというと、自治会へ入ってるとこういうメリットがあるからなん

ですよっていうのを説明するんですけど、何で街灯代とか払わなあかんの、何

で公園のあれとか払わなあかんのって。公園の草刈り代を払わなあかんの、そ

んなん知ったこっちゃないみたいなんを言われると、こちらも答えようがない

んですね、実際そうですから。ですから、今ちょっと調査研究ということで、

今から調査研究というのはちょっと悲しいなと思うんですけれども、３月議会

の予算も近づいてますし、ぜひともですね、そこは前向きに考えていただきた
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いなと。もしくは、今までの私の提案を何か引き受けていただければ、実質の

自治会の負担は下がりますし、その辺もう一度答弁をよろしくお願いします。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 ただいまの質問にお答えします。  

 うちのほうも西和７町の自治会の補助金を大体見させていただきました。ほ

んで運営費等の総額で見ますと、補助金の支出については大体７町でもあんま

り変わりがないんかなと思います。ただ、根拠等のどういう名目で支出してる

のかというのは分かりませんので、それについては平群町に合ったような支出

の根拠をもう一度確認もしながら考えていきたいなというとこでございます。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 根本的なところには財政が厳しいというところがあるんで、本当にそこは分

かるんですけれどね。実際、大阪から来た方からすれば何で広報は自治会が配

ってんのって。何で防犯灯のお金を払ってるのってなるのが本当に事実なんで

す。近隣でも平群と同じようなところもあるんで、一概には悪いとは言い切れ

ないんですけれども、ぜひとも前向きに検討していただきたいと思います。こ

れは答弁は結構です。この質問に関してはもうこれで結構です。次をお願いし

ます。  

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 それでは、２項目めのデマンドタクシーによる宣伝広告についての御質問に

お答えいたします。  

 デマンドタクシーの宣伝広告については、以前ほかの議員からも収入源確保

のために、有料広告などを検討してみてはとの御提案も頂いているところでご

ざいます。議員御質問の町の宣伝広告については、平群町のデマンドタクシー

の周知や宣伝効果にもつながる御提案と考えますので、先例地の事例なども参

考に検討してまいりたいと考えています。  

 以上でございます。  

○議  長  

 井戸議員。  
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○４  番  

 前向きな答弁ありがとうございます。まず、ちょっとお聞きしたいんですけ

れども、セダン型っていうのはちょっと広告しにくい部分があるんですけれど

も、ワゴン型に変えてもらうっていうわけにいかないんですかね。その辺は何

か契約であるんですか。例えば、ほかを見てますと大抵広告宣伝で目立つのは

ワゴン型で、都心部はほとんどワゴン型のタクシーに変わってますけれども、

この近辺はどうなってるのかっていうのも含めて、ちょっとお聞かせください。 

○議  長  

 総務部長。  

○総務部長  

 ただいまの御質問にお答えします。  

 ワゴン型の車両ということで、人数の都合もあるかも分かりませんけど、そ

の辺は場合によっては協議ができるということになってますので、また都合に

よればそういうことも話していきたいと思います。  

○議  長  

 井戸議員。  

○４  番  

 ぜひともよろしくお願いいたします。ワゴン型で、そうですね、例えばです

けど、子育て支援の町って書くだけでも全然違いますし、もっと明るいラッピ

ングをするだけでもデマンドタクシーが走ってる、平群はそういう先進地なん

だっていうアピールにつながります。やっぱりそういう小さなところからでも

こつこつアピールしていくことが大事かなと思いますので、ぜひともよろしく

お願いいたします。  

 私の一般質問はこれで終わります。  

○議  長  

 それでは、井戸議員の一般質問をこれで終わります。  

 これをもって一般質問を終結いたします。  

 以上で本日の日程は終了いたしました。  

 これをもって散会いたします。  

（ブー）  

散    会  （午後  ２時４０分）  


